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西宮市は、市民のみなさまが安心して快適な生活を送ることができるまちづくりをすすめる
ため、様々な事業に取り組んでいます。
みなさまに納めていただく市税は、西宮市の一般会計予算の約５割を占め、市行政を運営し

ていくうえでの大切な財源となっております。この「市税のしおり」は、市税のしくみや内容
などをわかりやすくまとめたものです。みなさまの市税のご理解に少しでもお役にたてれば幸
いです。

令和６年度「市税のしおり」の発行について
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令和６年度の一般会計当初予算は2,032億円。そ
のうち市税収入は895億円で全体の約44%を占め、
市政を推進するうえで大切な財源となっています。

2,032

国庫支出金
393億円

19.3%

44.1%
市税
895億円

県支出金
137億円

6.7%

23.3%
市債
135億円

6.6%

億円
895
億円

個人市民税
390億円

43.5％

法人市民税
38億円

4.3%

固定資産税
（土地・家屋）
311億円

34.8%

償却(固定)
30億円

3.4%

都市計画税
82億円

9.2%
その他
44億円

4.8%

集まった市税は市政運営に使われています。その支出のことを「歳出」と言います。歳出のなかでもっ
とも多く占めているのが「民生費」と呼ばれるもの。これは、高齢者・障害者施策や子育支援の充実な
どの費用です。

その他の費用は次のようなことに使われます。

2,032
億円

民生費
954億円

47.0%

公債費
143億円

7.0%
土木費
183億円

9.0%

教育費
242億円

11.9%

総務費
218億円

10.8%

衛生費
202億円

9.9% その他
90億円

4.4%
 教育費

 総務費

 衛生費

 土木費

 公債費

学校教育や社会教育

文化・スポーツ振興や広報・広聴

保健・医療や清掃事業

道路や公園の維持管理

市の借入金の返済

その他
472億円
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課税所得区分 市民税 県民税

総所得 6.0% 4.0%

退職所得 6.0% 4.0%

山林所得 6.0% 4.0%

長期譲渡所得

一般 3.0% 2.0%

優良住宅地等 ア．2,000万円以下の部分 2.4%

イ．2,000万円超 の部分 3.0%
ア．2,000万円以下の部分 1.6%

イ．2,000万円超 の部分 2.0%

居住用財産 ア．6,000万円以下の部分 2.4%

イ．6,000万円超 の部分 3.0%
ア．6,000万円以下の部分 1.6%

イ．6,000万円超 の部分 2.0%

短期譲渡所得
一般 5.4% 3.6%

国等に対するもの 3.0% 2.0%

上場株式等の配当所得 3.0% 2.0%

株式等の譲渡所得 3.0% 2.0%

先物取引に係る雑所得等 3.0% 2.0%

市民税は県民税とあわせて住民税と呼ばれ、教育、福祉、消防・救急、ゴミ処理といった、私たちの生活
に身近な行政サービスをまかなうためのお金であり、その地域に住む人たちなどが広く負担を分かち合う
もの（地域社会の会費）です。
住民税には個人が負担するもののほかに、会社などが負担する法人住民税があります。いずれも定額を負
担する均等割と所得などに応じて負担する所得割（法人は法人税割）があります。

第１章 市税のあらまし

１. 市民税（個人・法人）

個 人市民税
(１) 納税義務者

(２) 税率
給与所得や公的年金等の雑所得、事業所得などに係る課税総所得金額や退職所得、山林所得
に対しては、市民税は6%・県民税は4%の税率が適用されます。その他、土地等の譲渡所得
などで異なる税率になるものもあります。

■ 所得割の税率

■ 均等割及び森林環境税（国税）の税率

市民税は住んでいる市や町で課税されるほか、住んでいなくても事業所や家屋敷がある場合
には均等割だけ支払うことになっています。基準日は１月１日です。

市民税 3,000円
県民税 1,800円（県民緑税800円含む）
森林環境税 1,000円

森林環境税とは
「森林環境税」は「森林環境譲与税」の財源になるもの
で、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施
策」と人材育成や木材利用の促進等の「森林の整備の促
進に関する施策」に充てられます。都道府県においては
「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に
充てることとされています。
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前年の総所得金額等(P6参照)が次の算式で求めた額以下の人
ア．同一生計配偶者及び扶養親族のいずれも有しない人

・・・35万円＋ 10万円
イ．同一生計配偶者又は扶養親族のいずれかを有する人

・・・35万円×（同一生計配偶者＋扶養親族＋１）＋32万円＋10万円

(５) 非課税になるケース
課税される年の１月１日現在の状況や、扶養親族の数に応じた“合計所得金額”または“総所得金額等”で
次のような基準があります。
■ 均等割も所得割もかからない人
ア．生活保護法による生活扶助を受けている人
イ．障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦に該当し、前年の合計所得金額(P6参照)が135万円 以下の人
ウ．前年の合計所得金額(P6参照)が次の算式で求めた額以下の人

同一生計配偶者及び扶養親族のいずれも有しない人

・・・35万円＋ 10万円
同一生計配偶者又は扶養親族のいずれかを有する人

・・・35万円×（同一生計配偶者＋扶養親族＋１）＋21万円＋10万円
■ 所得割がかからない人

(３) 税額計算の基本的なしくみ

収入金額−必要経費等
収入の種類ごとに計算してそれらを合計する

総所得金額−所得控除（P7〜8参照）

扶養控除などの所得控除を差し引く

課税総所得金額×税率（P3参照）−税額控除等（P9参照）

税率をかけて出た税金からさらに寄附金などの税額控除を差し引く

所得割額＋均等割額＋森林環境税（P3参照）

総所得金額の計算

課税総所得金額の計算

所得割額

年税額

税額計算方法の基本的な流れは下図のとおりです。

(４) 住民税の対象にならない収入
法律で細かく定められていますが、よく質問のあるものでは次のような収入があります。
 障害年金や遺族が受ける恩給や年金
 雇用保険の失業給付金
 生活保護のための給付金
 通勤手当（月額15万円まで）

判定に使う
所得金額の
種類に注意！

 相続・贈与などによって取得した資産
注意）ただし相続税・贈与税の対象になります

 児童福祉・健康保険などの給付金
 傷害保険金・損害保険金・損害賠償金
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所得の種類 所得の概要説明

利子所得 預貯金や公社債の利子、公社債投資信託の収益の分配などに係る所得

配当所得 法人から受ける剰余金の配分や利益の配当、投資信託の分配などに係る所得

不動産所得 土地や建物などの不動産、借地権などの不動産に存する権利、船舶などの貸付けから生じる所得

事業所得 農業、漁業、製造業、卸・小売業、サービス業、医師、弁護士などの事業から生じる所得

給与所得 俸給、給料、賃金、歳費および賞与などに係る所得

退職所得 退職によって雇主から一時に受ける給与やこれに類する性質を有する給与

山林所得 山林の伐採による所得または譲渡による所得

譲渡所得 土地や建物、船舶、機械、借地権などの資産の譲渡による所得

一時所得 懸賞金や競馬等の払戻金、生命保険金などの一時的な性質をもつ所得

雑所得 上記のいずれにも該当しない所得（公的年金や事業から生じたものではない報酬など）

所得とは、収入金額から必要経費等を差し引いた金額のことを言います。その種類によって計算方法は
異なり、給与や年金は収入金額等に応じて計算式が変わるものや、事業所得のようにその収入を得るた
めに要した実際の経費などを差し引くものなどがあります。

(６) 所得の種類

給与等の収入金額(円) 給与所得(円)

（給与所得控除後の金額）以上 以下
551,000未満 0

551,000 1,618,999 収入金額−550,000
1,619,000 1,619,999 1,069,000
1,620,000 1,621,999 1,070,000
1,622,000 1,623,999 1,072,000
1,624,000 1,627,999 1,074,000
1,628,000 1,799,999 Ａ＝

収入金額÷4
(千円未満の端数切捨て)

A×4×0.6＋100,000
1,800,000 3,599,999 A×4×0.7−80,000
3,600,000 6,599,999 A×4×0.8−440,000
6,600,000 8,499,999 収入金額×0.9−1,100,000

8,500,000以上 収入金額−1,950,000

■ 給与所得の計算
※左の表のほか、給与等の
収入金額が850万円を超え、
特別障害者や扶養親族の状
況等で一定の条件を満たす
場合は所得金額調整控除が
あります。
※給与所得控除額の１／２
を超える特定支出（通勤費
や転居費用など）がある場
合の特例もあります。

年齢 年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得（公的年金等控除後の金額）
公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計

超 以下 1,000万円以下 2,000万円以下 2,000万円超

65歳未満

130万円以下 収入金額−60万円 収入金額−50万円 収入金額−40万円

130万円 410万円 収入金額×0.75−27.5万円 収入金額×0.75−17.5万円 収入金額×0.75−7.5万円

410万円 770万円 収入金額×0.85−68.5万円 収入金額×0.85−58.5万円 収入金額×0.85−48.5万円

770万円 1,000万円 収入金額×0.95−145.5万円 収入金額×0.95−135.5万円 収入金額×0.95−125.5万円

1,000万円超 収入金額−195.5万円 収入金額−185.5万円 収入金額−175.5万円

65歳以上

330万円以下 収入金額−110万円 収入金額−100万円 収入金額−90万円

330万円 410万円 収入金額×0.75−27.5万円 収入金額×0.75−17.5万円 収入金額×0.75−7.5万円

410万円 770万円

65歳未満に同じ770万円 1,000万円

1,000万円超

■ 公的年金等に係る雑所得の計算 ※年齢は課税される年の１月１日現在で判断します
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総所得金額は、次の所得の合計（純損失または雑損失の繰越控除後）です。
通常の所得割額に係る税率の対象となる所得合計額であり、そこから所得控除を差し引いた後に
残った金額に税率がかけられます。

■ 総所得金額

 利子所得、配当所得（総合課税としたもの）

 不動産所得
 事業所得

合計所得金額は、次の所得（純損失または雑損失の繰越控除を適用しないで計算された額）の合
計です。均等割額の非課税基準や被扶養の判定などに用いられる所得額です。

■ 合計所得金額

 総所得金額（繰越控除前）

 土地等に係る事業所得
 上場株式等に係る配当所得（分離課税）

 長期譲渡所得（分離課税）

 短期譲渡所得（分離課税）

総所得金額等は、次の所得（純損失または雑損失の繰越控除を適用後の額）の合計です。
所得割額の非課税基準の判定などに用いられる所得額です。

■ 総所得金額等

 総所得金額
 土地等に係る事業所得
 上場株式等に係る配当所得（分離課税）

 長期譲渡所得（分離課税）

 短期譲渡所得（分離課税）

 給与所得
 雑所得

 総合課税の対象となる長期譲渡所得（1/2後）及び短期譲渡所得、一時所得（1/2後）

 一般株式等に係る譲渡所得
 上場株式等に係る譲渡所得
 先物取引に係る雑所得
 山林所得及び退職所得

 一般株式等に係る譲渡所得
 上場株式等に係る譲渡所得
 先物取引に係る雑所得
 山林所得及び退職所得
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所得控除の種類 要件 ※いずれも前年中に発生したものが対象 控除額

雑損 本人や生計を一にする親族が災害や盗難などで
生活に必要な資産に受けた損失額

①②のいずれか多い方の額
①損失額ー補てん額ー総所得金額等×0.1
②災害関連支出額ー５万円

医療費（一般） 本人や生計を一にする親族のために支払った医
療費 ※特例との併用不可

医療費−補てん額−①②の少ない方（上限200万円）
①総所得金額等×5%
②10万円

医療費（特例）
健康診査や予防接種など一定の取組を行ったう
えでスイッチＯＴＣ医薬品の購入費
※一般との併用不可

医薬品費ー補てん額ー1.2万円（上限8.8万円）

社会保険料 本人や生計を一にする親族のために支払った健
康保険料や国民年金保険料、介護保険料等 支払額

小規模企業
共済等掛金

小規模企業共済制度または心身障害者扶養共済
制度等に基づく掛金 支払額

生命保険料 生命保険契約や介護医療保険契約、個人年金保
険契約等の保険料または掛金

一般生命保険料控除および個人年金保険料控除、
介護医療保険料控除の合計（上限7万円）

地震保険料
損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料
または掛金
※平成18年末までに締結した長期損害保険料も対象

地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の合計
（上限2.5千円）
※旧長期損害保険料控除のみの場合は上限1万円

所得控除の種類 要件 ※いずれも前年の12月31日現在 控除額

障害者 本人または配偶者、扶養親族が障害者
※扶養控除が適用されない16歳未満の扶養親族等も対象

１人につき26万円

（特別障害者は30万円）

障害者（加算） 同居の配偶者または扶養親族が特別障害者
※扶養控除が適用されない16歳未満の扶養親族等も対象

１人につき23万円を加算

ひとり親

 性別不問
 本人がひとり親（未婚・離別・死別は不問）
 事実上の婚姻関係者がいない
 本人の前年の合計所得金額≦500万円
 生計を一にする子（総所得金額等≦48万円）がいる

30万円

寡婦

 ひとり親に該当しない女性のみ
 本人の前年の合計所得金額≦500万円
 事実上の婚姻関係者がいない
 つぎのいずれかに該当
A) 離婚後に婚姻をしておらず扶養親族がある
B) 死別後に婚姻をしていない
C) 夫の生死が明らかでない

26万円

勤労学生 前年の合計所得金額が75万円以下で、勤労所得等以外の所
得が10万円以下の勤労学生 26万円

(７) 所得控除の種類
所得金額から差し引く控除を「所得控除」と言います。
控除にあたっては順序があり、まずは総所得金額から控除します。そこで控除不足がある場合は、土地
等に係る事業所得、短期譲渡所得（分離課税）、長期譲渡所得（分離課税）･･･と順に控除します。
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所得控除の種類 要件 ※いずれも前年の12月31日現在 控除額

配偶者

本人の合計所得≦1,000万円で、生計を一にする配偶者が
次のいずれにも該当する
A) 前年の合計所得≦48万円
B) 事業専従者でない
C) 国外居住者※ではない
D) 他の人の扶養親族になっていない

本人の合計所得金額による
※括弧内は配偶者が70歳以上の場合

900万円以下 ：33万円（38万円）
950万円以下 ：22万円（26万円）
1,000万円以下 ：11万円（13万円）

扶養

生計を一にする扶養親族が次のいずれにも該当する
A) 前年の合計所得≦48万円
B) 事業専従者でない
C) 国外居住者※ではない
D) 他の人の扶養親族になっていない

15歳以下 ：なし
16〜18歳、23〜69歳 ：33万円

19〜22歳 ：45万円

70歳以上 ：38万円

70歳以上で同居の父母 ：45万円
※義父母も対象

配偶者特別

本人の合計所得≦1,000万円で、生計を一にする配偶者が
次のいずれにも該当する
A) 合計所得が48万円を超え133万円以下
B) 事業専従者でない
C) 国外居住者※ではない
D) 他の人の扶養親族になっていない

※夫婦間相互の控除適用はできない

別表１参照

基礎 本人の合計所得金額が2,500万円以下

本人の合計所得金額による

2,400万円以下 ：43万円

2,450万円以下 ：29万円

2,500万円以下 ：15万円

配偶者の合計所得 本人の合計所得金額

超 以下 900万円以下 950万円以下 1,000万円以下

48万円 100万円 33万円 22万円 11万円

100万円 105万円 31万円 21万円 11万円

105万円 110万円 26万円 18万円 9万円

110万円 115万円 21万円 14万円 7万円

115万円 120万円 16万円 11万円 6万円

120万円 125万円 11万円 8万円 4万円

125万円 130万円 6万円 4万円 2万円

130万円 133万円 3万円 2万円 1万円

■ 別表１ 配偶者特別控除の額

本人の状態や扶養家族の年齢などは
前年の12月31日で判断するのだな

※国外居住者の取り扱い
30歳以上70歳未満で国外に居住する親族は扶養親族から除外されますが、次のいずれかに該当する場
合は扶養親族として申告できます。
 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
 障害者
 その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

8



控除の種類 要件の概要・控除額

配当控除

内国法人から支払いを受ける剰余金の配当や利益の配当などがある場合は、その配当所得に一定の率
をかけた金額を控除する。課税総所得金額等の合計額や配当の種類などにより率が変わります。

例）課税総所得金額等の合計額が
1,000万円以下の部分 市民税1.6% 県民税1.2%
1,000万円を超える部分 市民税0.8% 県民税0.6%

外国税額控除 外国で得た収入に対して、その国で課された所得税や住民税に相当する額を次の順に控除します。
所得税 → 県民税（控除限度額内） → 市民税（控除限度額内）

住宅借入金等
特別税額控除

所得税で控除しきれなかった場合に住民税からも控除されます。
入居した年により計算方法が異なります。

寄附金税額控除

次のA)〜C)に対して寄附をした場合に控除します。
A) 地方自治体
B) 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社の支部
C) 都道府県や市区町村が条例に定めるもの
控除額はつぎの①と②の合計です。
① （A＋B＋C）−2,000円 に対して

市民税：6% 県民税：4%
※合計で総所得金額等の30%を限度とする

② （A−2,000円）×（90%−納税者に適用された所得税最高税率×1.021）に対して
市民税：×0.6 県民税：×0.4
※合計で市・県民税所得割額の20%を限度とする

ワンストップ特例制度を利用する場合は所得税からの控除がない代わりに、上記①②に加えて所得税
の控除相当分も市・県民税から控除します。

配当割額・株式
等譲渡所得割額

住民税を特別徴収されている配当や株式等譲渡所得を所得税の確定申告で記載した場合は、それら特
別徴収されている住民税を控除します。※控除しきれない額は還付

調整控除

合計所得金額が2,500万円以下の場合について、所得税と住民税の人的控除（扶養控除等）の差から生
じる負担額を調整するもの。
次の①②について住民税の課税所得金額の合計額により計算方法がA、Bのようになります。

① 所得税との人的控除額の差の合計額 ② 住民税の課税所得金額の合計額
A) 200万円以下の場合 ①と②の少ない方の額×5%（市民税3%、県民税2%）
B) 200万円を超える場合 [①−（②−200万円）]×5%（市民税3%、県民税2%）

※[ ]内が5万円未満の場合は[ ]内は5万円として計算

(８) 税額控除等の種類
所得控除とは異なり、課税総所得金額などに税率をかけて算出した税額から差し引く控除です。

控除の種類 要件の概要・控除額

令和６年度
定額減税

納税者の令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下で、所得割の納税義務者
※均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません
※各種税額控除を適用後の所得割額がない場合は定額減税はありません

特別控除の額は次の合計額。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の
額を限度とする。
 本人：1万円
 控除対象配偶者または扶養親族（国外居住者を除く）：1人につき1万円

上記に加えて、令和６年度は物価高騰等への対策として定額減税が実施されます。
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(９) 申告書等の提出

毎年、１月１日現在で住んでいた市区町村に申告書を提出しなければなりません。ただし、次の
いずれかに該当する場合は申告の必要はありません。

■ 個人の納税義務者

給与等の支払者は、前年に給与等を支払った役員や従業員等のそれぞれについて、１月１日現在
で住んでいた市区町村に給与支払報告書を１月３１日までに提出しなければなりません。公的年
金等についても同様です。

■ 給与や公的年金等の支払者

(10) 納付方法
■ 普通徴収（納付書・口座振替等）

■ 給与からの特別徴収

事業を営んでいる人などは市から送付する納付書で納めるか、登録済みの金融機関口座からの引
き落としとなります。
１年分の市・県民税を４期（6月、8月、10月、翌年1月の各末日）に分けて納めていただきます。

給与所得者などは、毎月の給与から12分割された市・県民税を差し引かれます。
毎年、６月から新しい年度の市・県民税に切り替わります。

① 前年の合計所得金額が基礎控除額の上限額（43万円）以下である
② 前年の所得が給与のみであり、勤務先が年末調整をしたうえで市に給与支払報告書を提出している
③ 前年の所得が公的年金等のみであり、所得控除が年金支払者へ届け出ているもののみである
④ 所得税の確定申告を提出した

■ 公的年金からの特別徴収
４月１日現在で65歳以上の人が対象で、公的年金等に係る市・県民税を老齢等年金給付から差し
引かれます。
詳しくは次のページに記載しています。

退職した場合の普通徴収への切り替え
退職したことにより給与から市・県民税を徴収できなくなった場合に、次の例外を除いてその年
度の残りの税額が普通徴収へ切り替えられます。
① 新しい会社等へ移り、引き続き特別徴収するよう新たな勤務先へ申し出た場合
② ６月１日から12月31日までの間に退職し、残りの税額を一括で特別徴収するよう申し出た場合
③ １月１日から４月30日までの間に退職し、残りの税額を一括で特別徴収されている

6月 8月7月
4,000円 4,000円4,000円

10月9月 12月11月 2月1月 4月3月 5月
4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円

普通徴収への切り替え例 （年税額48,000円 12月で退職）

特別徴収

6月 10月8月 1月
20,000円普通徴収

給与から引けなくなった税額

普通徴収へ切り替え
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５年度

７年度

2期：8月1期：6月

普通徴収 6,000円 6,000円

従来の普通徴収
３・４期分が
10・12・2月の年金
からの徴収に

3期：10月

6,000円

4期：1月

6,000円

2期：8月1期：6月

普通徴収 6,000円 6,000円

3期：10月

6,000円

4期：1月

6,000円

12月10月
年金からの
特 別 徴 収 4,000円 4,000円

6月 8月4月 2月

4,000円

12月10月

2,000円 2,000円

4月 2月

2,000円年税：18,000円

8月6月

4,000円 4,000円4,000円

仮徴収

令和６年度の税額の1/2相当
額が令和７年度の税金として
仮徴収

本徴収

本徴収

令和７年度の年税額から仮徴収され
た税額を差し引き、残った税額を
10月から２月にかけて徴収

年税：24,000円

６年度
年税：24,000円

前半は普通徴収
後半は特別徴収

■ 公的年金からの特別徴収のしくみ

初めて特別徴収が開始される年度は、対象となる税額の半分が普通徴収（６月、８月）となり残
りの半分は10月、12月、翌年２月に給付される老齢等年金から３分割で徴収されます。次の年度
からは４月から８月にかけて、前年度の公的年金等に係る税額の1/2相当額が徴収され（仮徴収）、
残りを10月からの３分割で徴収されることになります。
次の徴収例は、年金からの特別徴収が令和６年度に始まる場合です。前年度の状況からの変化を
示しています。

前年度の公的年金にかかる税額の1/2（＝12,000円）

年金からの特別徴収は公的年金等に係る税額を対象に実施されています。
説明が難しくならないよう、以下の説明は、公的年金等に係る税額のみであることを前提とします。

初年度は公的年金等に係る税額の1/2が特別徴収になる

年金からの
特 別 徴 収
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法人の区分
開始する事業年度

H26.10.1~R1.9.30 R1.10.1~

① 資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人

12.1% 8.4%② 資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人
③ 資本金又は出資金の額を有しない法人（保険業法

に規定する相互会社は①に同じ）
④ 人格のない社団・財団で、代表者もしくは管理人

の定めがあり、かつ収益事業を行うもの、または
法人課税信託の引受けを行うもの(個人含む)

法人税割の課税標準となる法人税額
が年400万円を超える

法人税割の課税標準となる法人税額
が年400万円以下 9.7% 6.0%

資本金等の額 ※1 従業者数 ※2 税率（年額）

50億円超
５０人超 3,600,000円
５０人以下 492,000円

10億円超 50億円以下
５０人超 2,100,000円
５０人以下 492,000円

1億円超 10億円以下
５０人超 480,000円
５０人以下 192,000円

1千万円超 1億円以下
５０人超 180,000円
５０人以下 156,000円

1千万円以下 ５０人超 144,000円
上記以外 60,000円

法人の区分 均等割 法人税割

市内に事務所・事業所がある法人 ○ 〇
市内に事務所・事業所はないが、寮や保養所等がある法人 ○ ―

公益法人等
収益事業を行うもの ○ ○
収益事業を行わないもの ○ ―

法人でない社団等
収益事業を行うもの ○ ○
収益事業を行わないもの ― ―

法 人市民税
法人市民税は、地域社会の費用について、その構成員である法人にも個人と同様幅広く負担を求めるも
のです。西宮市内に事務所等を有する法人に課税されます。均等割額と法人税割額があります。

(１) 納税義務者

(２) 均等割額

※1 資本金等の額は、「無償増資または
減資等の調整後の額」と「資本金＋資本準
備金」のいずれか大きいほうの額をいう。

※2 従業者数は、市内にある事務所や寮
などの従業者数の合計をいう。

均等割額 ＝ （ 税率 × 事務所等を有していた月数 ）÷ 12

(３) 法人税割額
法人税割額 ＝ 課税標準となる法人税額 × 税率
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法人市民税では､納税義務者が税額を算出し､申告書を提出して納税する申告納付の制度がとられています。

(４) 申告納付の種類と時期

法人税の中間申告の義務がある法人などは、次のアまたはイの方法により法人市民税の中間申告
もしなければなりません。いずれの方法でも、申告納付期限：事業年度開始の日から６ヶ月を経
過した日から２ヶ月以内です。

A) 予定申告書の提出
法人税割額：前事業年度の法人税割額 ×６÷前事業年度の月数
均等割額 ：均等割税率(※1)×算定期間中において事務所等を有していた月数(※2) ÷１２
（※1）均等割の税率区分の基準となる資本金等の額は、前事業年度末日現在のものとなります。
（※2）月数は暦で計算し、1ヶ月に満たない場合は1ヶ月として計算します。

B) 仮決算による中間申告書の提出
法人税割額：事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を

課税標準として計算した法人税割額
均等割額 ：均等割額÷２

■ 中間申告

法人税の確定申告の義務がある法人などは、法人市民税の確定申告もしなければなりません。申
告納付期限は原則として事業年度終了後から２ヶ月以内です。

納付額：法人税額を課税標準として計算した法人税割額 ＋均等割額−中間申告で納付済の額

■ 確定申告

次の場合には、減免の制度があります。

均等割額全額免除
A) 公益社団法人又は公益財団法人（収益事業を行う場合を除く）
B) 一般社団法人又は一般財団法人のうち、法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人

（収益事業を行う場合を除く）
C) 特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する法人（収益事業を行う場合を除く）
D) 政治資金規正法第３条に規定する政治団体及び政党

均等割額５割相当額免除
E) 中小企業等協同組合法第３条による企業組合

(５) 減免

詳細は市のホームページをご覧ください

個人市民税 法人市民税
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固定資産税は、土地・家屋・償却資産（これらを総称して固定資産といいます）に対してかかる税
です。

都市計画税は、都市計画事業等に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税で
市街化区域内の土地・家屋に対してかかります。

固定資産税と都市計画税は、その固定資産が所在する市町村にあわせて納めることとされています。

２. 固定資産税・都市計画税

(１) 納税義務者
賦課期日である毎年１月１日現在､市内に固定資産を所有している人（個人又は法人）で､具体的には
次の人です。

土 地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家 屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※ 償却資産、市街化調整区域内の土地・家屋には都市計画税はかかりません。

(２) 固定資産の種類（地目・用途・種類）

土 地 宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地

家 屋 居宅、店舗、工場、倉庫、事務所など

償却資産

事業に使用している機械・器具などで次のようなものです。

 構築物
 機械及び装置
 船舶・航空機
 車両及び運搬具
 工具・器具・備品

･･･
･･･
･･･
･･･
･･･

舗装路面、広告塔、植栽など
工作機械、受変電設備など
貨物船、ヘリコプターなど
大型特殊自動車、台車など
机、パソコン、レジスターなど

課税対象となる固定資産は次のようなものです。

■ 償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況を1月31日までに申告しなければなりません｡

申告書類などは…資産税課償却資産チーム（✆0798-35-3223）

(３) 税額の算出方法
固定資産税の年税額 ＝ 課税標準額 × 1.4％
都市計画税の年税額 ＝ 課税標準額 × 0.3％

■ 課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録した評価額（価格）が課税標準額となります。ただし、土
地については、住宅用地の特例、負担調整措置（Ｐ18参照）などがあります。

■ 免税点
同一の人が市内に所有する土地、家屋、償却資産について、それぞれの課税標準額の合計が次の
額に満たない場合は、固定資産税は課されません。なお、固定資産税が課されない場合は、都市
計画税も課されません。
土地：30万円 家屋：20万円 償却資産：150万円

(４) 納税方法
市役所からお送りする納税通知書により、固定資産税・都市計画税の合計額の１年分を４回に分けて
納めていただきます。令和６年度（2024年度）分の納期限は次のとおりです。納税通知書には、課
税対象になる土地・家屋の所在、地番、家屋番号、床面積、地積、評価額、課税標準額などを記載し
た課税明細書を同封しています。
第１期 令和６年５月３１日 第３期 令和６年１２月２５日

第２期 令和６年７月３１日 第４期 令和７年２月２８日
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(５) 固定資産の評価及び価格の決定
土地、家屋については、３年に一度の基準年度（令和６年度が基準年度で、次回は令和９年度）に総
務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、固定資産評価員が評価して市長が評価額（価格）を決定
します。基準年度に決定した評価額は、原則として３年間据え置かれますが、この基準年度以外でも
家屋に新増改築､土地の区画･形質の変更や地目の変更などがあれば改めて評価します。ただし、地価
の下落が認められる地域の土地（宅地等）については、基準年度以外の年度においても地価の下落に
対応した価格修正を行います。
償却資産については、毎年１月１日現在の資産の状況を記載した申告書の内容に基づいて、価格を決
定します。

■ 土地
宅地等の評価は、固定資産評価基準に基づき売買実例価格から求める正常売買価格に基づいて適正
な時価を求める方法（下記のとおり）により行います。また、宅地以外の土地については、さらに
造成費相当分が減額される場合があります。
なお、課税地積は、原則として登記簿に登記されている地積によりますが、課税地目は、登記地目
に関係なく、１月１日現在の利用状況により認定します。

用 途 地 区 の 区 分
状 況 類 似 地 区 の 区 分

① 商業地区、住宅地区、工業地区などに区分します。
② 各用途地区内の状況が類似した地区ごとに区分します。

主 要 な 街 路 の 選 定
標 準 宅 地 の 選 定

状況類似地区内において､その地区を代表する宅地（標準宅
地）を選定し、その宅地に接する街路を主要な街路とします。

標準宅地の適性な時価の評定
主要な街路の路線価の付設

鑑定評価価格及び地価公示価格等を活用し、その７割程度を
目途として路線価を付設します。

その他街路の路線価の付設 主要な街路の路線価を基に最寄駅からの距離や、道路幅員等
の相違を考慮して路線価を付設します。

路 線 価 の 時 点 修 正 地価下落地域のみ簡易な方法で路線価を修正します。

各 筆 の 評 点 数 の 付 設 画地計算法（個別の要素（奥行・間口等）に応じて各土地を評価します。）

各 筆 の 評 価 額 の 算 出 画地計算法から求めた評点数に地積及び評点１点当りの価格
（通常１点１円）を乗じて評価額を算出します。

■ 家屋
A) 在来分家屋

３年に一度の基準年度ごとに評価替えを行います。具体的には、評価する家屋と同じ家屋を新築し
た場合に必要な価格（再建築価格）を求め、これに経過年数に応じた補正率（経年減点補正率）を
乗じて評価額を算出します。この評価額と評価替え前の評価額を比較して、いずれか低い方を評価
額とします。なお、再建築価格には、建築物価の変動分を考慮しています。

前基準年度の再建築価格 建築物価の変動割合 再建築価格× ＝

再建築価格 経年減点補正率 評価額× ＝

前年度の評価額

比較
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（１ー減価率／２）

B) 新・増築家屋
新築家屋については､各部分別（屋根､基礎､外壁､内壁､天井､床､設備など）に､それぞれ使用されて
いる建築資材の種類､施工量等を実地に調査し､固定資産評価基準に基づき､評価額を算出します｡
増築家屋については､新築家屋と同じ方法で増築部分の評価額を算出し､これに在来家屋部分の評価
額を加算して一棟の評価額を算出します｡

再建築価格 経年減点補正率 評価額× ＝

家屋の評価についてのお問合せは…資産税課家屋第１・第２チーム（✆0798-35-3225・3227）
■ 償却資産

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少（定率
法による減価）を考慮して評価します。具体的には、次の計算方法で評価額を求めます。

A) 前年中に取得された償却資産の場合

取得価格 評価額× ＝

（１ー減価率）

B) 前年前に取得された償却資産の場合（※評価額の最低限度は取得価額の5％です。）

前年度の評価額 評価額× ＝

■ 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
毎年４月１日から第１期納期限までの間、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。これは、
他の土地や家屋の価格（評価額）との比較を通じて自己の資産に対する評価の適正さを判断する制
度です（令和６年度は、４月１日から５月３１日まで）。
また、宅地の評価に使う路線価を本市ホームページの地理情報システム「にしのみやWeb GIS」で
公開しています。

■ 固定資産課税台帳の閲覧制度及び価格等の証明制度
納税義務者のほか、借地人・借家人等（Ｐ37参照）が借地・借家資産について、固定資産課税台帳
の閲覧・証明申請ができることとなっています（証明は有料です）｡
※閲覧申請及び証明の発行の際には
閲覧できる方を確認するため、運転免許証や個人番号（マイナンバー）カード等、本人と確認できるものをお持ち下さい。
また、代理人の方は必ず委任状を、借地人・借家人等の方は賃貸契約書等、事実を確認できるものをお持ちください。

■ 固定資産評価審査委員会

課税台帳に登録された価格（評価額）に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格（評価額）を
登録した旨が公示された日から、納税通知書を受け取った日後３か月以内（価格変更通知を受け
取った場合は、その翌日から３か月以内）に、西宮市固定資産評価審査委員会に文書で審査の申出
をすることができます。ただし、基準年度（３年に１度の評価替えの年度）以外では、地目の変換、
家屋の新築、増築、改築又は損壊等があった場合などに限られます（詳しくはＰ38・39をご覧くだ
さい)。

委員会についてのお問合せは…委員会事務局（✆0798-35-3200）
■ 減免等

分譲マンション等で防火水槽用地等の公益施設がある場合、要件を満たせば、申請によりその面積
相当の税の減免を行います（ただし、地表面を通路・駐車場等他の用途に利用している場合は、減
免の対象となりません）。また、宅地等で崖地等の使用できない部分がある場合、一定の要件を満
たせば、申請により評価額の減額を行います。

(６) 区分所有家屋の敷地の課税方法
分譲マンション等の区分所有家屋の敷地の用に供されている土地のうち、次の要件を満たす共用土地
に対する固定資産税・都市計画税については、全体の税額を各区分所有者の共用土地の持分割合など
によってあん分した税額により分割課税されます。

■ 分割課税の要件
① 共用土地が区分所有家屋の所有者全員によって共有されていること
② 各共有者の土地の持分割合が、その者の区分所有家屋の共用部分の持分割合と一致すること
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(７)共用私道等の軽減措置
私人が所有している土地のうち、その全部又は一部を公道（公衆用道路）あるいは共用私道に提供し
ている場合は、申請により次のように軽減されます。ただし、その範囲が図面上明確に区分できてい
ることが必要です。
用 途 公衆用道路 共用私道
軽減の割合 非課税 宅地価格の1/10に軽減

要 件

① 次の要件をすべて満たす道路
 道路の両端が公道に接すること
 幅員がおおむね1.8m以上あること
 不特定多数人の使用に供していること
 通行上の制約がないこと
 道路としての形態及び構造（舗装、側溝

等）を有し、区分が明確なもの
 建築物の「敷地」でないこと
② 右記共用私道の要件を満たしている建

築基準法上の道路

① 次の要件をすべて満たす道路
 道路の一端が公道に接することがおおむ

ね1.8m以上あること
 特定多数人（所有者の異なる複数の土地

又は家屋）の使用に供していること
 通行上の制約がないこと
 道路としての形態及び構造（舗装、側溝

等）を有し、区分が明確なもの
 建築物の「敷地」でないこと

申 請 書 類  非課税・軽減申請書
 測量図又はそれにかわる図面(建築確認申請時の図面等、該当部分の地積が明らかなもの)

※ 公衆用道路又は共用私道として非課税又は軽減されている土地であっても、以下のように上記要件を満たさ
なくなった場合は、非課税措置又は軽減措置が適用されなくなることがあります。
例） 公衆用道路の場合は道路の両端又は一端が、共用私道の場合は道路の両端が公道に面しなくなった。

 物が置かれる等して通行が阻害されていることが常態となっている。
 一部又は全部が建物等構築物の敷地となっている。
 公衆用道路の場合は、「関係者以外通行禁止」の趣旨の表示物が設置されている。

申請書類などは… 資産税課 土地第１・第２チーム（✆ 0798-35-3221）
北部土地家屋チーム（✆0797-61-0048）

(８)土地に対する特例措置

居住用の住宅用地については、評価額（価格）に次の割合を乗じて得た額を課税標準とします。
■住宅用地に対する課税標準の特例

住 宅 用 地 税 目 特例の率

小規模住宅用地
(住宅用地のうち、住戸１戸当り200㎡までの部分)

固定資産税 ６分の１
都市計画税 ３分の１

一般住宅用地
(住宅用地のうち、住戸１戸当り200㎡を超える部分)

固定資産税 ３分の１
都市計画税 ３分の２

※ 住宅用地に対する課税標準の特例は専用住宅については家屋の床面積の10倍相当まで適用されますが、併用
住宅については家屋の敷地面積に次の表の率を乗じて算出した面積が適用限度となります。

※ 住宅用地とは、固定資産税（土地）の賦課期日である1月1日現在において、住宅用家屋（人の居住の用に供
する家屋）の敷地として利用されている土地のことをいい、住宅用家屋の敷地として利用されていない土地
に比べ税額が大幅に軽減されることになっています。

※ 住宅用地に対する特例措置は、原則として当該土地が1月1日現在で住宅用家屋の敷地として利用されている
場合にのみ適用されるもので、新たに住宅の建設が予定されている土地や住宅が建築中の土地はこの特例措
置の適用がありません。

家 屋 居住部分の割合 適用率

下記の家屋以外の家屋
４分の１以上２分の１未満 0.5
２分の１以上 1.0

地上５階以上の耐火建築物である家屋
４分の１以上２分の１未満 0.5
２分の１以上４分の３未満 0.75
４分の３以上 1.0

住宅用地の認定を行うため、次のような場合はご連絡ください。
◆ 住宅を新築・増築・建替え・取り壊した ◆ 土地・家屋の用途を変更した ◆ 隣地を取得した

申請書類などは… 資産税課 土地第１・第２チーム（✆ 0798-35-3221）
北部土地家屋チーム（✆0797-61-0048）
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令和６年度の評価替えに伴い、「負担水準の均衡化」を重視することを基本的な考え方として、令和
６年度から令和８年度までの税負担について、宅地等のうち、負担水準の高い土地についてはその税
負担を抑制し、負担水準の低い土地はなだらかに引き上げる調整措置が講じられています。
税負担の調整措置は、負担水準の区分に応じて行います。なお、税負担の調整措置に使用する前年度
の課税標準額は、前年中に、土地の状況等（地目、区画、形質、特例適用等）の変更があった場合は、
比準課税標準額（前年度も本年度と同じ状況であったとした場合の課税標準額）となります。

■土地に係る固定資産税・都市計画税の税負担

① 非住宅用地（住宅用地と認定されていない宅地等（建築中含む。））の税負担の調整措置

負担水準 ＝
前年度の課税標準額

今年度の評価額
負担水準の区分 負担調整（今年度の課税標準額の算出）

７０％超 今年度の評価額の７０％に引き下げ
６０％以上７０％以下 前年度の課税標準額を据置き

６０％未満
前年度の課税標準額＋今年度の評価額の５％
ただし 上限：今年度の評価額の６０％

下限：今年度の評価額の２０％

② 住宅用地・市街化区域農地の税負担の調整措置（特例率は「住宅用地に対する課税標準の特例」の項を参照）

負担水準 ＝
前年度の課税標準額

今年度の本則課税標準額（評価額×特例率）
負担水準の区分 負担調整（今年度の課税標準額の算出）
１００％以上 本則課税標準額（評価額×特例率）

１００％未満
前年度の課税標準額＋今年度の本則課税標準額の５％
ただし 上限：今年度の本則課税標準額

下限：今年度の本則課税標準額の２０％

③ 宅地評価以外の土地（一般山林及びその他の地目）の税負担の調整措置

負担水準 ＝
前年度の課税標準額

今年度の評価額

負担水準の区分 負担調整（今年度の課税標準額の算出）
１００％以上 今年度の評価額

１００％未満
前年度の課税標準額＋今年度の評価額の５％
ただし 上限：今年度の評価額

下限：今年度の評価額の２０％

④ 農地（一般農地及び生産緑地）の税負担の調整措置

負担水準 ＝
前年度の課税標準額

今年度の評価額

負担水準の区分 負担調整（今年度の課税標準額の算出）

９０％以上 前年度の課税標準額×１.０２５
ただし 上限：今年度の評価額

８０％以上９０％未満 前年度の課税標準額×１.０５
７０％以上８０％未満 前年度の課税標準額×１.０７５

７０％未満 前年度の課税標準額×１．１
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(９)家屋に対する特例措置

令和８年３月３１日までに新築された住宅が次の要件に該当するとき、居住部分の床面積120㎡まで
の部分について、その家屋の固定資産税額の２分の１が減額されます（都市再生特例措置法第88条
に基づき、適正な立地を促すために行った勧告に従わないで新築された一定の住宅は除く）。
減額される期間は、３階建以上の耐火住宅・準耐火住宅については新たに課税される年度から５年度
間、その他の住宅は３年度間です。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。

■新築住宅に対する固定資産税の減額

一般住宅の床面積 50㎡以上〜280㎡以下
共同貸家住宅の

１戸当たりの床面積 40㎡以上〜280㎡以下

①居住部分の
床面積要件

※ 区分所有家屋については、各専有部分に共用部分をあん分して加えた床面積で判断します。
②居住部分の割合要件：居住部分の床面積が家屋の延床面積の２分の１以上

平成２１年６月４日から令和８年３月３１日までの間に新築された認定長期優良住宅で次の要件に該
当するとき、居住部分の床面積120㎡までの部分について、その家屋の固定資産税額の２分の１が減
額されます。
減額される期間は、３階建以上の耐火住宅・準耐火住宅については新たに課税される年度から７年度
間、その他の住宅は５年度間です。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。

■新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

一般住宅の床面積 50㎡以上〜280㎡以下
共同貸家住宅の

１戸当たりの床面積 40㎡以上〜280㎡以下

①居住部分の
床面積要件

※ 区分所有家屋については、各専有部分に共用部分をあん分して加えた床面積で判断します。
②居住部分の割合要件：居住部分の床面積が家屋の延床面積の２分の１以上
申請方法
減額を受けようとする対象住宅をご所有の方は、長期優良住宅の認定を受けたことがわかる書類（認
定通知書等）を添付のうえ、市に申告をしてください。
※ 新築住宅に対する固定資産税の減額措置に代えて適用されます。

一定の要件を満たしたサービス付き高齢者向け貸家住宅は、新たに課税される年度から５年度間、１
戸当たり床面積120㎡までの部分について、その家屋の固定資産税額の３分の２が減額されます。
減額を受けるためには、市に申告が必要です。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。

■新築されたサービス付き高齢者向け貸家住宅に対する固定資産税の減額

昭和５７年１月１日以前から所在する住宅について、令和８年３月３１日までに、建築基準法に基づ
く現行の耐震基準（昭和５６年６月１日施行）に適合させるように耐震改修（１戸当たり改修費50
万円超のもの）した場合は、その家屋の固定資産税額の２分の１（改修により認定長期優良住宅と
なった場合は３分の２）が減額されます。減額される期間は、耐震改修が完了した年の翌年度の１年
度間です。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。

■住宅耐震改修に伴う固定資産税減額措置

※ 対象となる住宅のうち、建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障害既存耐震不適格
建築物（地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円
滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物）であったものに係る減額に
ついては２年度間となります。

適用範囲
減額の適用となる対象床面積は、１戸当たり120㎡までです。
申請方法
減額を受けようとする対象住宅をご所有の方は、改修後３か月以内に「住宅耐震改修に伴う固定資産
税減額申告書」を提出してください。
なお、申告の際には、地方公共団体、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性
能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した、地震に対する安全性に係る基準を満たす耐震
改修を行ったことを証する書類と、耐震改修に要した費用を証する書類を添付してください。（建築
士が証明書を発行する場合は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の写しを
添付してください。）
※ バリアフリー改修に伴う減額措置及び省エネ改修に伴う減額措置との重複適用はできません。
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６５歳以上の方、介護保険法の要介護若しくは要支援の認定を受けている方又は障害者の方が居住す
る新築された日から１０年以上を経過した住宅について、令和８年３月３１日までの間に一定のバリ
アフリー改修工事（補助金等を除く自己負担額が50万円超のもの）を施工した場合は、その家屋の
固定資産税額の３分の１が減額されます。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。

■バリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置

減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分（１年度分限り）が減額されます。
適用範囲
減額の適用となる対象床面積は、100㎡までです。
申請方法
減額を受けようとする対象住宅をご所有の方は、改修後３か月以内に「バリアフリー改修に伴う固定
資産税減額申告書」を提出してください。
なお、申告の際は、バリアフリー改修工事費用を支払ったことが確認できる書類と、工事明細書及び
写真等の関係書類（介護保険被保険者証や障害者手帳等の写し、その他補助金等の決定通知書の写
し）を添付してください。

※ 賃貸の用に供する部分は除きます。
※ 建物の外部に施工された工事は除きます。

平成２６年４月１日以前から所在する住宅について、令和８年３月３１日までに、窓の改修を含む一
定の省エネ改修工事等（補助金等を除く自己負担額が60万円超のもの）を施工した場合は、その家
屋の固定資産税額の３分の１（改修により認定長期優良住宅となった場合は３分の２）が減額されま
す。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。

■住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額措置

減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分（１年度分限り）が減額されます。
適用範囲
減額の適用となる対象床面積は、120㎡までです。
申請方法
減額を受けようとする対象住宅をお持ちの方は、改修後３か月以内に「省エネ改修に伴う固定資産税
の減額申告書」を提出してください。
なお、申告の際には、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は
住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した省エネ改修を行った事実を証する書類と、補助金等の決定通知
書の写しを添付してください。（建築士が証明書を発行する場合は、一級建築士免許証、二級建築士
免許証又は木造建築士免許証の写しを添付してください。）

※ 賃貸の用に供する部分は除きます。
※ バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置のみ併用して受けることができます。

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規
模建築物について、政府の補助を受けて、平成２６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に建
築基準法に基づく現行の耐震基準（昭和５６年６月１日施行）に適合させるように改修工事を施工し
た場合は、その家屋の固定資産税額（その額が補助対象改修工事に係る工事費の５％に相当する金額
を超える場合は、５％に相当する金額）の２分の１が減額されます。
減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度から２年度間です。減額を受けるためには、改修
完了後３か月以内に申告が必要です。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。

■要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税減額措置
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新築された日から２０年以上経過した総戸数が１０戸以上である分譲マンションについて、令和５年
４月１日から令和７年３月３１日までの間に、外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事を含む一
定の長寿命化の大規模修繕工事を施工し、工事が完了した年の年末までにすまいづくり推進課におい
て、管理計画の認定を受けている場合は、その家屋の居住専有部分に限り固定資産税額の２分の１が
減額されます。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。

■分譲マンションの長寿命化工事に伴う固定資産税減額措置

減額期間
大規模修繕工事が完了した年の翌年度分（１年度分限り）が減額されます。
適用範囲
減額の適用となる対象床面積は、１戸あたり100㎡までです。
申請方法
減額を受けようとする対象住宅をご所有の方は、工事後３か月以内に「マンション長寿命化に資する
大規模修繕工事に伴う固定資産税減額申告書」を提出してください。
なお、申告の際は、建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した大規模の
修繕等証明書、建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士が発行した過去工事証明書と、修
繕積立金引上証明書、すまいづくり推進課が発行した管理計画の認定通知書又は変更認定通知書を添
付してください。
※ 分譲マンション（区分所有家屋）ではないマンションは除きます。

21



軽自動車税（種別割）は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び２輪の小型自動車（以下、軽
自動車等といいます）の所有者に課せられる税です。

３. 軽自動車税

(１) 納税義務者
毎年４月１日に、軽自動車等を所有（登録）している人です。
※ ４月２日以降に軽自動車等を譲渡あるいは廃車しても、4月1日現在所有（登録）していれば、その年度の軽自動車税（種

別割）を全額納めていただくことになります。

(２) 税率
車種 税率

原動機付自転車

50cc以下 2,000円

50cc超90cc以下 2,000円

90cc超125cc以下 2,400円

ミニカー（※） 3,700円

小型特殊自動車
農耕作業用 2,400円

その他作業用 5,900円

軽自動車（２輪） 125cc超250cc以下 3,600円

２輪の小型自動車 250cc超 6,000円

★軽自動車税(種別割)のグリーン化特例（軽課）について

(３) 納税方法
市役所からお送りする納税通知書により、納期限（毎年５月３１日）までに納めていただきます。

軽自動車税（種別割）

車種 旧税率
(※1)

新税率
(※2)

重課税率
(※3)

軽自動車（３輪） 3,100円 3,900円 4,600円

軽自動車
（４輪）

常用
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

営業用 5,500円 6,900円 8,200円

貨物
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

営業用 3,000円 3,800円 4,500円
（※1）平成２７年３月３１日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両については、重課税率
が適用されるまでの間は従来の税率が適用されます。
（※2）平成２７年４月１日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両については、重課税率が
適用されるまでの間は新税率が適用されます。
（※3）初めて車両番号の指定を受けた月から起算して１３年を経過した車両については、平成
２８年度分から重課税率が適用されます。

（※）ミニカーとは、３輪以上で総排気量が50cc以下で、車室を有するもの、
または輪距が50cmを超えるものをいいます。

平成２７年４月１日以降に最初の新規検査を受けた３輪以上の軽自動車のうち、環境負荷の小さい車両について、１年度分に
限り軽自動車税（種別割）を排出ガス性能及び燃費性能の程度などに応じて、一定の割合で軽減する特例が適用されます。詳
しくはホームページ「くらし・手続き」→「市税」→「軽自動車税」→「軽自動車税の税率について」をご覧ください。

(４)軽自動車等の申告手続き
軽自動車等を取得や廃車したとき、または住所等が変わったときには手続きが必要です。

■原動機付自転車（125CC以下）・小型特殊自動車
代理の方が手続きする場合は、所有者(及び使用者)の住所･氏名･生年月日･電話番号を控えてきてく
ださい。
●窓口･･･税務管理課（✆0798-35-3209）、各支所（サービスセンター・アクタ西宮ステーションを除く）

事由 必要なもの
ナンバープレートの交付
(登録するとき)

届出者の本人確認書類
販売証明書または廃車済書(再登録用)

ナンバープレートの返納
(廃車･転出･市外の方に譲渡するとき)

届出者の本人確認書類
ナンバープレート
登録票(無くても可)

名義変更
(市内の方に譲渡するとき)

届出者の本人確認書類
登録票（ない場合は、譲渡証明書（前所有者の自署必要））

盗難にあったとき
届出者の本人確認書類
ナンバープレートの番号や車台番号など、車両の特定に必要な情報
盗難届の届出警察署名・届出年月日・受理番号(盗難の場合のみ)
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車種 ３輪・４輪の軽自動車 ２輪の軽自動車・小型自動車

手続き
お問い合わせ

軽自動車検査協会兵庫事務所
神戸市東灘区御影本町１丁目５番５号
✆050-3816-1847

神戸運輸監理部兵庫陸運部
神戸市東灘区魚崎浜町34-2
✆050-5540-2066

案内図

■軽自動車・２輪の小型自動車

軽自動車税（環境性能割）は、３輪以上の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得
された車両（取得価額が50万円を超えるもの）に対して課される税です。当分の間は、県が賦課徴収を
行います。

軽自動車税（環境性能割）

(１) 納税義務者
取得価額が50万円を超える３輪以上の軽自動車を取得した人です。

(２) 計算方法
軽自動車税（環境性能割） ＝ 取得価額（円）× 税率（％）

(３) 税率（自家用乗用車の例）
区分 税率

電気自動車等 非課税

★★★★かつ令和12年度燃費基準80％達成車 非課税

★★★★かつ令和12年度燃費基準70％達成車 1.0%

★★★★かつ令和12年度燃費基準60％達成車 2.0%

上記以外の車または令和12年度燃費基準未達成車 2.0%

※上記に加え、一定の排ガス性能を要求。

(４) 納税方法
軽自動車税（環境性能割）は市税ですが、当分の間は県が賦課徴収を行いますので、納税方法は下記
までお問合せください。
●神戸県税事務所軽自動車税審査課（兵庫県軽自動車会館内） ✆ 078-822-6050
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４. 市たばこ税
(１) 市たばこ税とは

市内で販売されるたばこに対して課される税です。
(２) 納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者です。
(３) 納税方法

納税義務者が申告納付します。
(義務者が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに市に申告し、納めていただくことになり
ます。)

(４) 税率
平成３０年度税制改正により、平成３０年１０月１日からたばこ税の税率が引き上げられました。
この改正は、平成３０年１０月１日から実施されましたが、激変緩和の観点や予見可能性への配慮か
ら経過措置が講じられ、平成３０年、令和２年及び令和３年の３段階に分けて税率が引き上げられま
した。

期間
税率（1,000本あたり）

市たばこ税 県たばこ税 国たばこ税 たばこ特別税

平成30年（2018年）10月1日〜 5,692円 930円 5,802円 820円

令和2年（2020年）10月1日〜 6,122円 1,000円 6,302円 820円

令和3年（2021年）10月1日〜 6,552円 1,070円 6,802円 820円
※ 旧３級品の紙巻たばこ（わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット）については、特例税率

が適用されていましたが、上記の引き上げとは別に平成２８年４月から段階的に税率が引き上げられており、令和元年１
０月１日以降、他の紙巻きたばこと同じ税率となりました。

※ 加熱式たばこについては、重量１ｇごとで紙巻たばこ１本に換算する課税方式から、「重量の要素（重量０．４ｇごとで
紙巻たばこの本数に換算）」と「価格の要素（紙巻たばこ1本当たりの平均価格で紙巻たばこの本数に換算）」を1：１の
比率で紙巻たばこの本数に換算する課税方式となり、平成３０年１０月１日から令和４年１０月１日まで５年間かけて段
階的に移行しました。

(５) たばこ税の手持品課税について
たばこ税の税率引上げ時点において、引上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業
者に対して、そのたばこの税率引上げ分に相当するたばこ税が課税され、これを「手持品課税」とい
います。
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鉱泉浴場（温泉施設）を経営されている方です。

(６) 申告と納入
鉱泉浴場の経営者（特別徴収義務者）が入湯客から特別徴収し、申告納付します。
（毎月１５日までに、前月中において徴収すべき入湯税に係る「入湯者総数、入湯者総数のうち課税
免除対象者数、税額、その他必要な事項を記載した納入申告書」により申告納入いただくことになり
ます。）

(７) 経営申告書の提出
西宮市内において、新たに鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営を開始する前日までに、必要な事
項を記入した経営申告書を提出してください。又、提出した経営申告書の内容に変更（休業、特別徴
収義務者・施設名称の変更など）があった場合は、直ちにその旨を記入した経営申告書を提出してく
ださい。

(８) 帳簿の記載
鉱泉浴場の経営者（特別徴収義務者）は、入湯客数などの必要な事項を帳簿に記載し、その帳簿を記
載の日から１年間保存してください。

５. 入湯税
(１)入湯税とは

環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光の振興に当てられる目的税です。
(２) 納税義務者

鉱泉浴場（温泉施設）を利用される方（入湯客）です。

(３) 税率
宿泊者 1人1日 150円（1泊をもって1日となります。）
その他の者（宿泊を伴わない日帰り客） 1人1日 75円

(４) 課税免除
入湯税（宿泊・日帰り入湯者とも）の課税が免除される方は、次のとおりです。
① 年齢12歳未満の方

小学生以下の年齢に相当する場合は、課税が免除されます。（外国人の観光客であっても、上記
の年齢条件を満たしている場合は、課税が免除されます。）

② 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
「共同浴場」とは、寮、社宅、療養所等に付設され、日常の利用に供されるものをいいます。
「一般公衆浴場」とは、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される銭
湯などの施設をいいます。

③ 学校教育上の見地から行われる行事の場合において入湯する方
学校（学校教育法第１条で規定する学校（大学を除く。）及び就学前の子どもに関する教育、保
育等の総合的な提供の推進に関する法律第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園）が実
施する修学旅行その他の行事に参加している幼児、児童、生徒若しくは学生又は引率する方が対
象となります。

④ 一般の鉱泉浴場における通常の入湯料金に比較して著しく低い入湯料金で鉱泉浴場に入湯する方
物価統制令施行令により兵庫県知事が公衆浴場入浴料金の統制額として指定する金額（令和５年
２月１日より490円）から10円控除した金額である480円以下で入湯する方をいいます。

⑤ 医療提供施設又は社会福祉施設に設置された鉱泉浴場に入湯する方
医療提供施設（医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設（病院や診療所等）をいいます。）
又は社会福祉施設（社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設（老人ホー
ムやデイサービス施設等）をいいます。）に設置された鉱泉浴場の利用は、保健衛生上の見地か
ら日常生活上で必要であるため課税が免除されます。

(５) 特別徴収義務者
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６. 事業所税
事業所税は、人口、企業の大都市地域への集中により低下した都市環境の整備や改善のための事業
（道路、公園、上下水道、教育文化施設など）に要する費用に充てるために設けられた目的税で、事
業所などにおいて行われる事業に対して課税されます。

区分 事業にかかる事業所税

納 税 義 務 者 事業所などにおいて事業を行う法人又は個人

課 税 標 準
資 産 割 市内の各事業所などの合計床面積（㎡)

従 業 者 割 従業者に支払った給与総額

税額の計算方法
資 産 割 課税標準×600円

従 業 者 割 課税標準×０．２５％

納 税 方 法 納税義務者が課税標準額や税額を申告納付します

申 告 納 付 期 限
個 人 翌年の３月１５日

法 人 事業年度終了の日から２か月以内

免 税 点
資 産 割 事業所などの合計床面積が1,000㎡以下

従 業 者 割 従業者数の合計が100人以下

そ の 他

課税されない人
 国及び公共法人
 公益法人等及び人格のない社団等（ただし収益事業以外のものに限る)
課税されない施設
 路外駐車場などの都市施設
 農林漁業を含む者が直接その生産の用に供する施設
 中小企業の共同化などに供する施設
 福利厚生施設・防災施設など

７.目的税の使途状況（令和４年度決算）
(１)入湯税

主に、環境衛生施設や消防施設の整備、観光振興の事業などに要する費用1,458百万円に対して、入
湯税全額を充当しています。

(２)事業所税
主に、教育文化施設や社会福祉施設の整備などに要する費用9,128百万円に対して、事業所税全額を
充当しています。

(３)都市計画税
主に、街路事業や下水道整備事業などの都市計画事業費や、これらの事業のために借入れた地方債の
償還のための費用5,926百万円に対して､都市計画税収入7,922百万円のうち4,813百万円を充当し、差
額は今後予定される都市計画事業に充当します。
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市がお送りする納付書で納税できるのは、以下の場所です。
※納期限（有効期限）を過ぎますと、これらの金融機関をご利用できなくなります。
※金融機関の合併・統合があった場合には、新金融機関をご利用いただけます。

第２章 市税の納付

１. 納付場所

市税は、西宮市が行う福祉、教育、土木事業などの行政活動の貴重な財源です。市税の納期内納付
にご協力ください。

三井住友銀行

■指定金融機関

① 銀行 みずほ銀行、京都銀行、関西みらい銀行、池田泉州銀行、但馬銀行、山陰
合同銀行、中国銀行、みなと銀行

② 信用金庫 播州信用金庫、兵庫信用金庫、日新信用金庫、淡路信用金庫、中兵庫信用
金庫

③ 信用組合など 大阪協栄信用組合、近畿産業信用組合、兵庫県医療信用組合、淡陽信用組
合、兵庫ひまわり信用組合、近畿労働金庫、兵庫六甲農業協同組合

りそな銀行、尼崎信用金庫

■指定代理金融機関

■収納代理金融機関

近畿２府４県の各郵便局（口座振替については全国で取扱いできます）

■ゆうちょ銀行

■全国の地方税統一ＱＲ対応金融機関（ＱＲが印字されている納付書のみ）

セブン－イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ヤマザ
キデイリーストア、ローソン、MMK設置店

■コンビニエンスストア

モバイルレジ、PayPay、LINE Pay、d払い、J-Coin Pay、au PAY

■スマホアプリ

※以下の納付書は、コンビニエンスストア及びスマホアプリをご利用できません。
・コンビニ収納用のバーコード印字がない納付書又はバーコードの読み取りができない納付書
・１枚あたりの合計金額が３０万円を超える納付書
※ＱＲが印字されている納付書は、ＱＲを読み取り、納付することも可能。（一部対象外のスマホアプリ
あり）

① 市県民税・森林環境税（普通徴収）、固定資産税（償却資産含む）・都市計画税、軽自動車税
（種別割）
「地方税 お支払サイト」を利用

② 市県民税・森林環境税（普通徴収）※「西宮市税 納付サイト」を利用（納期限の23時30分まで
に限る）※分納等の理由により2024年3月31日以前に発行された納付書でお支払いをされる方のみ

■クレジットカード・インターネットバンキング

市役所本庁、各支所（サービスセンターは除く）

■その他

アクタ西宮ステーション

個人市県民税・森林環境税（普通徴収）、固定資産税(償却資産含む）・都市計画税、軽自動車税
（種別割）
のみで、納期限（有効期限）までのものに限る
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２.納付期限・申告期限一覧表
税目 納期限

個人市県民税
森林環境税

普 通 徴 収

第１期 ６月末日

第２期 ８月末日

第３期 １０月末日

第４期 翌年の１月末日

特別徴収（給与） 翌月の１０日

法 人 市 民 税
予 定 事業年度開始後６ヶ月を経過した日から２ヶ月以内

確 定 事業年度終了の日から原則として２ヶ月以内

固定資産税（償却資産含む）
都 市 計 画 税

第１期 ５月末日

第２期 ７月末日

第３期 １２月２５日

第４期 翌年の２月末日

軽 自 動 車 税 （ 種 別 割 ） ５月末日

軽自動車税 (環境性能割 ) 当分の間、県が賦課徴収を行う（取得時に課税）

市 た ば こ 税 翌月の末日

入 湯 税 翌月の１５日

事業所税 事業に係る
事 業 所 税

法 人 事業年度終了の日から２ヶ月以内

個 人 翌年の３月１５日

※納期限が土曜、日曜、祝日等の場合は、これらの日の翌日が納期限となります。
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３.口座振替
個人の市県民税・森林環境税（普通徴収）、固定資産税（償却資産含む）・都市計画税、軽自動車税（種別割）は、
ご指定の金融機関の預貯金口座から自動的に振り替えて納税する口座振替が利用できます。

手 続 き

■預金をしている金融機関等の窓口で申し込む方法
口座番号のわかるものとその届出印、申し込む市税の納税通知書を必ずお持ちください。
登録が完了するまでに20日から60日程度かかります。

■市役所･支所･アクタ西宮ステーション（祝日を除く月～金9:00～17:30のみ受付可能）の
窓口で、金融機関のキャッシュカードを使って申し込む方法
キャッシュカード（暗証番号の入力が必要）と本人確認書類(免許証など）、申し込まれ
る市税の納税通知書を必ずご持参ください。
一部ご利用いただけないキャッシュカードがございますのでご了承ください。
登録が完了するまでに１日から１週間程度かかります。

■インターネットから申し込む方法（令和３年１０月より施行）
口座番号のわかるものと納税通知書を準備して登録してください。
銀行側のシステムメンテナンス等で申込のできない時間がありますのでご了承ください。
登録が完了するまでに１週間から２週間程度かかります。

上記いずれの申込方法についても、口座振替の登録ができましたら市より「口座振替開始の
お知らせ」を送付しますので、必ずご確認ください。

取扱金融機関
市の指定金融機関等（Ｐ27参照）の本・支店
※なお、キャッシュカードで申し込む場合やインターネットから申し込む場合はご利用可能
な金融機関についてお問い合わせください。

取 扱 税 目 個人の市県民税・森林環境税（普通徴収）、固定資産税（償却資産含む）・都市計画税、軽
自動車税（種別割）

振 替 日 各納期の納付期限日（P28参照）、ただし一括納付の場合は第１期の納付期限日

そ の 他 再振替は行っておりませんので口座の残高不足には注意してください。

● 口座振替のお問合わせは … 税務管理課収納チーム ✆0798-35-3234

４.市税の減免
災害で所有資産に被害を受けた場合や生活保護法による扶助を受けているなどの特別な事情がある
場合には、市税の減免制度があります。必ず納期限までに担当課へ申請してください。

税の種類 主な要件 担当課

個人市民税
 災害により住宅・家財が多大な被害を受けた人
 生活保護法による扶助を受けている人
 失業中で前年の合計所得金額が一定額以下の人など

市民税課

固定資産税
都市計画税

 災害等により著しく価値を減じた固定資産
 公益のため市が無料で直接専用する固定資産
 生活保護法による扶助を受けている人が所有し、使用する固定資産
 市が取得した固定資産

資産税課

軽自動車税
( 種 別 割 )

 生活保護法による扶助を受けている人が所有する軽自動車など
 身体障害者手帳等の交付を受けている方のために使用し､当該障害
者等又は生計同一者が所有する軽自動車など

 車椅子等の介助のため、改造した軽自動車（車両に対する減免です。
減免には一定の条件があります。)

税務管理課

軽自動車税
(環境性能割)

 障害者またはその方の親族で生計を一にする方が、取得または所有
し、運転する軽自動車

 障害者のみの世帯の方が取得または所有する軽自動車で、その方を
常時介護する方が運転する軽自動車
＊軽自動車の登録時が申請期限です

神戸県税事務所
軽自動車税審査課

※個人市民税・軽自動車税(種別割)については各支所でも申請を受付けます。
※身体障害者手帳等の交付を受けている方の軽自動車税(種別割)の減免は1人1台に限ります。また、自動車税種
別割(県税)の減免と同時に受けることはできません。
※上記以外にも減免の要件に該当する場合がありますので、各担当課へおたずねください。
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５.市税の滞納
定められた期限を過ぎても納税されないことを滞納といいます。滞納になれば、督促状や催告書が
送付されます。また、勤務先や取引先の調査や給与などの差押えが行われることがあります。

(１)延滞金
市税を定められた期限までに納税いただけないときは、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めて
いただかなければなりません。
令和６年１月１日から令和６年１２月３１日までの延滞金の割合
納期限の翌日から１ヶ月以内は 年2.4％
納期限の翌日から１ヶ月を経過した日以降は 年8.7％

これは地方税法附則第３条の２による割合が適用されています。
ただし、上限は当初１ヶ月が年7.3％、当初１ヶ月以降が年14.6％となります。

(２)滞納処分
法律では、「督促状を発した日から起算して１０日を経過した日までにその督促にかかる税金を完納
しないとき」は「財産を差し押さえなければならない」と定められています。
しかし、単なる不注意や、あるいは何らかの事情で納付できなかったということを考えて、催告書を
発送する等納税を促しています。それでもなお納税されない場合は、やむなく大切な財産を差し押さ
えることになります。差し押さえる財産は、預貯金、国税還付金、生命保険解約返戻金、給与、年金、
不動産、動産などです。

(３)差押財産の公売
財産を差し押さえた後もしばらくは自主的な納税をお待ちすることがありますが、そのまま放置する
わけではありません。期限内に納付された方との公平を保つため、差押財産を公売して滞納税に充当
します。

(４)滞納整理による訪問
督促状や催告書が送付されても納税されないときは、職員が滞納者宅や職場へ訪問することがありま
す。これは職員が市税の集金に訪問するのではなく、滞納原因・生活状況の調査や納税相談、そして
財産調査や滞納処分（差押え等）をするためです。

６.市税の猶予
災害、病気等で納付が困難と認められる場合など法定猶予(「徴収猶予」、「換価の猶予」)に該当
するときは、納める時期を遅らせたり、納める税額を分割にすることができます（原則１年以内）。
これら猶予に該当した場合は、猶予期間中の延滞金の全額又は一部が軽減され、差押えや財産の換
価（売却）が猶予されます（原則担保の提供が必要）。
法定猶予の適用を受けるには、収支・財産等を明らかにする書類等の提出が必要です。また、書面
による申請などの手続きが必要ですので、滞納は放置されず、早めにご相談ください。

猶予等の種類 猶予等の要件

徴 収 猶 予

 災害又は盗難にあったとき
 本人やその生計を同一にする親族が病気にかかり又は負傷したとき
 事業を廃止し、又は休業したとき
 事業について著しい損失を受けたとき
 本来の納期限から1年以上経過後に納付すべき税額が確定したとき

換 価 の 猶 予
（ 申 請 ）

 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがある
 市税の納税について誠実な意思を有すると認められる
 市税条例で定める申請期限内に申請書の提出がある
 原則、他の市税に滞納がない

換 価 の 猶 予
（ 職 権 ）

 次のいずれかに該当する事由がある
①差押財産を直ちに換価することにより事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れが
あるとき
②差押財産の換価を猶予することが直ちに換価するよりも市税の徴収上有利であるとき

 市税の納付について誠実な意思を有すると認められる

納 付 誓 約  納税者からの申出のうち上記に該当しないが、完納までの期間が短期間である等の場合

●納付についてのお問合わせ・相談は … 納税課 ✆0798-35-3238
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詳しいことをお知りになりたい方は、西宮税務署（✆0798-34-3930）までお問合わせください。

第３章 国税と県税

１. 国税のあらまし

(１)直接税

所 得 税

所得税は毎年１月１日から１２月３１日までの１年間の所得にかかる税金です。税額の計算方法は個
人の市県民税の所得割と同じですが、税率や控除額が異なります。
所得税には、納税者が自ら所得と税額を計算して納税する申告所得税と給与所得者のように毎月の給
料などから差し引かれる源泉所得税の二つがあります。
なお、令和５年度の市県民税は令和４年中の所得に対して課税されますが、令和５年分の所得税は令
和５年中の所得に対して課税されます。
平成２５年１月１日から令和１９年１２月３１日までの各年分の基準所得税額に対して､2.1％の復興
特別所得税が課税されます。

法 人 税

株式会社、有限会社、協同組合などの法人の所得にかかる税金で、宗教法人等の公益法人や人格のな
い社団・財団などでも収益事業を営む場合は課税されます。
税率は、法人の種類や資本金額、所得金額によって異なりますが、会社などの普通法人の場合は原則
として23.2%です。

地方法人税

法人住民税法人税割の税率引下げにあわせて地方法人税が創設され､その税収全額を地方交付税とし
て地方団体へ配分されます。

相 続 税
相続や遺贈（死因贈与を含みます）によって財産を取得した人にかかる税金です。
基礎控除額は3,000万円と法定相続人１人につき600万円ずつを加えた金額となります。基礎控除を超
えた場合、その超えた額に応じて法定相続どおりに分けたものとして税率を乗じて税額を計算し、そ
れを実際の相続額の割合に応じて配分した額が各人の相続税額になります。
相続税には税額控除として、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除などがあります。相続の
開始があった場合、相続人はその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に被相
続人の住所地の所轄税務署へ申告し、納税しなければなりません。

贈 与 税
個人から財産をもらった人にかかる税金です。
１年間に110万円（基礎控除）以下の場合はかかりません（会社など法人から財産をもらったときは、
贈与税はかかりませんが、一時所得として所得税、市県民税がかかります）。
贈与税には、婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与があった場合、一定の要件に該当
すれば最高2,000万円まで控除が受けられる配偶者控除や、父母、祖父母から居住用住宅を取得する
ための資金の贈与を受けた場合、一定の要件に該当すれば、税額が軽減される住宅取得資金の贈与の
特例があります。贈与税は、贈与を受けた年の翌年２月１日から３月１５日までの間に贈与を受けた
人の住所地の所轄税務署に申告し、納税しなければなりません。

特別法人事業税

特別法人事業税は、令和元年度税制改正において、地方法人課税における税源の偏在を是正するため、
法人事業税の一部を分離して導入されました。
地方法人特別税廃止による復元後の法人事業税の所得割・収入割の標準税率を引き下げることに

よって法人事業税の一部を分離し、国税である特別法人事業税を創設、これを各都道府県に再分配す
ることで、地方間の税収偏在を是正するためのものです。
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(２)間接税

消 費 税

事業者が行う商品やサービスの売上に対して
かかる税金で、税率は10.0%（県税の地方消
費税2.2%を含む）です。ただし飲食料品など
は軽減税率（8.0%。うち地方消費税1.7%）が
適用されます。
納税は各事業者が行いますが、取引の各段階
で価格に上乗せされますので、最終的には
消費者が負担します。

酒 税

清酒､ビール､ウィスキーなど、アルコール分
1.0%以上の酒類にかかる税金です。

た ば こ 税

Ｐ24をご覧下さい。

たばこ特別税

石油ガス税

自動車の燃料としての石油ガスに対してかか
る税金です。

石油石炭税

原油や輸入石油石炭製品などに対してかかる
税金で、石油備蓄など石油石炭対策の財源に
あてられます。

印 紙 税
各種の契約書、約束手形、領収書、預貯金証
書など経済取引などに際して作成される特定
の文書に対してかかる税金です。

自動車重量税
自動車の自動車車検証の交付や軽自動車の車
両番号の指定を受けたときにその自動車など
の重量に応じてかかる税金で、道路などの社
会資本の充実にあてられます。

揮 発 油 税

いずれも自動車用のガソリンにかかる税金で
す。その製造者や輸入の場合の保税地からの
引取者があわせて納税します。

地方揮発油税

航空機燃料税

航空機用の燃料に対してかかる税金で、空港
の整備などにあてられます。

登録免許税

不動産、船舶、会社、著作権､出版権などの登
記､登録、特許などのときにかかる税金です。

関 税
輸入貨物に対してかかる税金で、輸入貨物の
価格や数量に応じてかかる税金です。

と ん 税

いずれも外国貿易船が、貿易のため入港する
ときにかかる税金で、とん税と特別とん税は
あわせて申告納付されます。
このうち特別とん税は、港湾施設が設置され
ている市町村へ譲与されます。

特別とん税

電源開発促進税
一般電気事業者の販売電気の電気量に対して
かかる税金で、発電施設などの設置を促進す
るための費用にあてられます。

国際観光旅客税
航空機又は船舶により出国する一定の者に対
してかかる税金です。

Ｐ3をご覧下さい。

森林環境税

１月１日現在、課税対象となる土地や借地権を所有する個人や法人に対してかかる税金で、税率は
0.15%です。なお、地価税は、平成１０年４月１日より当分の間、適用が停止されています。

地 価 税
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詳しいことをお知りになりたい方は、西宮県税事務所（Ｐ34 ２.（２））までお問合わせください。
２. 県税のあらまし

県 民 税

市民税と同じく個人や法人の所得に対してかかる税金です。

事 業 税

事業に対し、その事業を行う個人や法人にかかる税金です｡

個人県民税 しくみは個人市民税と同じです。申告と納税の手続きは、西宮市が個人市民税とあ
わせて行います。

法人県民税 県内に事務所や事業所などがある法人などにかかります。個人県民税とは違い、法
人県民税はそれぞれの法人などが兵庫県へ直接申告納付します。

県民緑税 兵庫県の緑の保全・再生を県民全体で支えるため、平成１８年度から令和７年度ま
での間、個人県民税均等割と法人県民税均等割の超過課税としてかかる税金です。

県民税利子割 県内の銀行や郵便局などの金融機関から預貯金などの利子などを受け取る個人や法
人にかかります。 税率は5.0％で利子等の支払の際、金融機関が所得税とあわせて
徴収し納入します。なお、県民税利子割の約3/5は、県内の市町へ交付されます。
ただし、法人が平成２８年１月１日以後に支払を受ける利子に対する県民税利子割
は、廃止になりました。

個人事業税 商店、喫茶店、医者、弁護士など一定の事業を行う個人の前年の事業所得に課税さ
れ、普通徴収の方法で納付します。

法人事業税 法人の各事業年度の所得（又は収入金額）及び清算所得に課税され、通常は事業年
度終了の日から２ヶ月以内に法人県民税とあわせて申告納付します。

地方消費税

商品の販売やサービスの提供、資産の貸付等
を行った場合に、その取引に対して消費税と
ともに課税されます。地方消費税の1/2は､納
税地の市町へ交付されます。

不動産取得税

不動産（土地･家屋）を売買､贈与､交換､建築
などによって取得した人に､取得した不動産の
評価額の4.0％（土地及び住宅は3.0％）が課
税されます。

県たばこ税

P24をご覧ください。

ゴルフ場利用税

ゴルフ場の利用者に対して、１人につき日額
でゴルフ場の規模、利用料金等を基準として
定められた税率で課税されます。ゴルフ場利
用税の7/10は、ゴルフ場の所在する市町へ交
付されます。

軽油引取税

軽油の元売業者や特約業者から軽油を引き取
る人などにかかる税金です。

自動車税種別割

自動車(軽自動車税の対象になる自動車は除
く)の所有者にかかる税金です。原則として毎
年４月１日現在の所有者に課税されますが、
年の途中で登録した場合は登録した月の翌月
から、廃車した場合は廃車した月までそれぞ
れ月割で課税されます。

自動車税環境性能割
自動車(軽自動車税の対象になる自動車は除
く)を取得した人等にかかる税金です。自動車
の取得価格に自動車の環境性能に応じた税率
を乗じて課税されます。なお当分の間、市が
課税する軽自動車税環境性能割については、
県が賦課徴収を行います。

県固定資産税

工場や発電所施設などの大規模な償却資産の
うち､その評価額が一定の額を超えるものにか
かります。

鉱 区 税

県内の鉱区で鉱物を採掘する権利を有する鉱
業権者に対して、その鉱区の面積に応じてか
かる税金です。

狩 猟 税

狩猟者の登録を受ける人にかかる税金です。
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西宮市役所財務局税務部（軽自動車税(環境性能割)を除く）

第４章 各種のご案内

１. 市税に関するお問合せ

※上記お問合せ内容の一部は、各支所（Ｐ48参照）でも取扱いできる場合があります。

２. 国税・県税に関するお問合せ
(１)国税についてのお問合せ

大阪国税局 ✆（06）6941-5331 〒540-8541 大阪市中央区大手前１丁目５－６３
西宮税務署 ✆（0798）34-3930 〒662-8585 西宮市江上町３－３５

(２)県税についてのお問合せ
兵庫県（税務課） ✆（078）341-7711 〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目１０－１
西宮県税事務所 〒662-8503 西宮市櫨塚町２－２８
 収納、還付、納税証明（自動車税種別割以外） 39-1529  軽油引取税、ゴルフ場利用税 39-1528

 収納、還付、納税証明（自動車税種別割） 39-6101  自動車税種別割の課税 39-6113

 徴収、滞納処分 39-6112  自動車税種別割の徴収、滞納処分 39-1531

 法人県民税、事業税、地方法人特別税 39-1538  納税相談、不服の申立て 39-1518

 個人県民税、個人事業税の課税 39-1535  事務所全体の業務調整、庶務 39-6110

 不動産取得税の課税 39-1539

神戸県税事務所（自動車税審査・納税証明課） 〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町３３
 自動車税環境性能割の審査 ✆（078）441-0305

(３)登記についてのお問合せ
神戸地方法務局西宮支局 ✆（0798）26-0061 〒662-0942 西宮市浜町７－３５

お問合せ内容 担当課 担当係 電話番号
市外局番は0798

個人市県民税
市民税課

市民税第１～４チーム 35－3267・3204
3214・3217

法人市民税 法人市民税担当 35－3208

固定資産税・都市計画税

資産税課

管理チーム
35－3269

事業所税 35－3231

土地の評価、調査 土地第１･第２チーム 35－3221・3222

家屋の評価、調査 家屋第１･第２チーム 35－3225・3227

塩瀬・山口地区の土地・家屋の評価、調査 北部土地家屋チーム (0797)61－0048

償却資産 償却資産チーム 35－3223

納税相談・滞納処分 納税課
収税第１～３チーム 35－3238・3272

3246

特別整理チーム 35－3245

市税に関する証明書の発行
自動車の臨時運行許可

税務管理課

市税証明チーム 35－3251 

軽自動車税(種別割)
(原付の登録･廃車など） 軽自動車税チーム 35－3209

市税の還付
収納チーム

35－3218

口座振替 35－3234

市たばこ税、入湯税、特別土地保有税
不服申立て、その他市税全般 税制チーム 35－3200

軽自動車税(環境性能割) 神戸県税事務所 軽自動車税審査課 078-822-6050
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証明書の種類

本庁 支所 サービス
センター アクタ西宮ステーション

税務管理課
鳴 尾
瓦 木
甲 東

塩 瀬
山 口

夙 川
上甲子園

平日
9:00~17:30

（※5）

平日
17:30~19:30

（※6）

土・日・祝
9:00~19:00

（※5）平日
9:00~17:30

（※5）

平日
9:00~17:30

（※5）
（12:00～13:00を除く）

市・県民税課税証明書
所得証明書・非課税証明書 〇 ○

（※1） 〇 ○
（※2）

○
（※1）

○
（※1）

現年度分
のみ
○

（※2）

固定資産課税台帳登録事項
証明書 ◆ 〇 ○ 〇 ×

直近2年分
のみ
○

直近2年分
のみ
○

現年度分
のみ
○

固定資産課税台帳登録事項
証明書
（登録免許税算出用）

〇 ○ 〇 × × × ×

固定資産評価証明書 〇 ○ 〇 × × × ×

固定資産物件明細 ◆ 〇 ○ 〇 ×
直近2年分

のみ
○

直近2年分
のみ
○

×

納税証明書 ★
市･県民税、
固定資産税・都市計画税
償却資産、法人市民税
軽自動車税(種別割)

〇 ○ 〇 ○
（※3） ○

直近２年分
のみ
○

直近2年分
のみ
○

（※4）

完納証明書 〇 ○ 〇 × ○ × ×

法人市民税証明書(営業証明) 〇 ○ 〇 × ○ × ×

住宅用家屋証明書 〇 × 〇 × × × ×

３.市税に関する証明
(１)証明書の取扱い場所

※1 課税情報がある場合に発行可能。ただし、課税情報がない場合でも無収入であればその場で申告書を提出すれば発行可能
※2 課税情報がある場合に限り発行可能
※3 市・県民税のみ発行可能
※4 市・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）のみ発行可能。但し、いずれも当日納付分は発行不可
※5 令和6年11月1日より9：00~17：00に変更
※6 令和6年11月1日より17：00~19：00に変更

◆ 固定資産課税台帳登録事項証明書及び固定資産物件明細の注意点

アクタ西宮ステーションでは交付できる方が以下のとおりに限られますのでご注意ください。

【土日祝】

 本人（納税義務者）
 市内で同一世帯の親族
 代理人（本人からの委任状が必要です。）
 相続人（相続関係を確認できる戸籍等の書面が必要です。）
 賦課期日（1月1日）後に土地・家屋を取得した方

（所有関係を確認できる売買契約済書等の書面が必要です。）

【平日】

 本人（納税義務者）
 市内で同一世帯の親族（ただし、本人が死亡している場合は交付できません。）
 代理人（本人からの委任状が必要です。ただし、本人が死亡している場合は交付できません。）

★ 納税証明書の注意点

納付後２週間以内に納税証明書を申請するときは、納税したことが確認できる領収書を持参してください。
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(３)自動車臨時運行許可
税務管理課（市役所本庁舎２階）で取り扱っています。

取扱い時間 平日 9:00～17:30（※令和6年11月1日より9：00~17：00に変更）

手数料 750円／件

(２)手数料

証明書の種類 手数料 備 考

市・県民税課税証明書 300円／件

固定資産課税台帳登録事項証明書 300円／筆

固定資産評価証明書 300円／筆

固定資産物件明細 300円／課税番号

納税証明書 300円／件 車検用の軽自動車税（種別割）納税証明書は無料

完納証明書 300円／件

法人市民税証明書(営業証明) 300円／件

住宅用家屋証明書 1,300円／件
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(４)証明書を取得できる方及び必要書類等

税証明書の不正な請求を防止し、個人情報の保護を図るため、申請者の本人確認を行っています。
交付申請の際には、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
また、代理人が交付申請する場合は、本人の承諾を証する書面（委任状等）と代理人の本人確認書類
がなければ証明書を交付することはできません。

証明書の種類 窓口に来られる方 必要書類等

市・県民税課税証明書
所得証明書

本人
市内で同一世帯の親族
代理人 委任状

完納証明書
納税証明書
 市・県民税
 固定資産税・都市計画税
 軽自動車税（種別割：車検用を除く）

本人
市内で同一世帯の親族
相続人 相続関係確認書類（戸籍謄本など）
法人の代表者 法人の代表者印
代理人 委任状

軽自動車税（種別割）納税証明書（車検用） 車検を受ける方又は代理人 委任状・本人確認書類は不要

固定資産課税台帳登録事項証明書
（評価額、相当税額の記載のある証明書）

本人
市内で同一世帯の親族
相続人 相続関係確認書類（戸籍謄本など）
法人の代表者 法人の代表者印
借地人 借地契約書
借家人 借家契約書
その他の方 下記《注意事項》参照
代理人 委任状

固定資産課税台帳登録事項証明書
（登録免許税算出用） 司法書士 誓約書（西宮市所定）

固定資産物件明細

本人
市内で同一世帯の親族
相続人 相続関係確認書類（戸籍謄本など）
法人の代表者 法人の代表者印
賦課期日（１月１日）後、
土地・家屋を取得した方

下記《注意事項》参照

代理人 委任状

固定資産評価証明書
（訴えの提起・仮差押の申立て・仮処分の申立
て・調停の申立て・借地非訟事件の申立て）

本人 訴えの提起に係る関係書類一式

弁護士・司法書士 固定資産評価証明書の交付申請書
（統一様式）

法人市民税証明書（営業証明） 代表者又は代理人 本人確認書類 ※委任状は不要

住宅用家屋証明書 登録免許税の軽減を受けよ
うとする方又は代理人 詳細は下記へお問い合わせください

※ 代理人…委任状には、個人の場合は、委任する本人の署名が必要です。法人の場合は代表者印の押印が必要です。
※ 相続人…戸籍謄本など相続関係を確認できる書類が必要です。
※ 借地人…取得できるのは、当該土地部分に限ります。
※ 借家人…取得できるのは、当該家屋及びその敷地土地部分（当該家屋所有者と同一の場合）に限ります。
※ 賦課期日（１月１日）後、土地・家屋を取得した方…売買契約済書又は所有権移転済の登記事項証明書が必要です。
※ 不動産競売の申立者の方…競売申立書及び担保権の存在を証する登記簿謄本等が必要です。
※ 不動産競売の競落人の方…裁判所発行の競落物件「代金納付期限通知書」が必要です。
※ 法定代理人（納税管理人、破産管財人、清算人等）の方…選任を証する書面が必要です。
※ 宅地建物取引業者の方…媒介契約書及び社員証などが必要です｡ただし、該当物件の土地・家屋のみ取得可能です。
※ 市・県民税課税証明書…所得の申告がない場合には、所得の申告をしていただく必要があります。
※ 軽自動車税（種別割）納税証明書（車検用）…自動車検査証（写しでも可）が必要な場合があります。

《注意事項》

 市税に関する証明についてのお問合せは…税務管理課 市税証明チーム（✆0798-35-3251）

37



４.不服申立て
(１)審査請求について

市税の賦課決定、滞納処分などに関して不服のある場合は、処分があったことを知った日の翌日から
起算して３か月以内に、市⾧に対して文書で審査請求をすることができます。
市税における主な処分の審査請求期間は、次のとおりです。

処分内容 審査請求期間

市税の賦課決定 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内

督促 督促状を受けた日の翌日から起算して３か月以内、又は差押に係る通知を受け取った
日の翌日から起算して３か月を経過した日のいずれか早い日まで

不動産等の差押え 差押えのあったことを知った日の翌日から起算して３か月以内、又はその公売期日等
のいずれか早い日

※ 上記期間内であっても、処分のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合、審査請求はできません。
ただし、正当な理由がある場合は認められることがあります。

※ 審査請求中であっても、市税を納めずに納期限を過ぎると、督促状が発送され、延滞金も加算されます。裁決により税額が
変更された場合は、納めた税額は精算されますので、必ず納期限までにお納めください。

※ 既に消滅している処分の取消しを求める審査請求は、法律上の利益が認められないため不適法なものとして却下されますの
で、ご留意ください。（例：差押処分について、既に取立てが完了している場合など）

※ 固定資産の価格（評価額）に対する審査請求はできません。価格に不服のある場合は、西宮市固定資産評価審査委員会に文
書で審査の申出をすることが出来ます。（次項「（２）審査申出について」参照）

 審査請求についてのお問合せは…税務管理課 税制チーム（✆0798-35-3200）

(２)審査申出について

西宮市固定資産評価審査委員会とは、固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）に対する納税
者からの不服を審査・決定するため、地方税法に基づき設置された中立的な機関です。固定資産の
価格（評価額）が適正か否かについて審査を行います。

 西宮市固定資産評価審査委員会

委員会は、議会の同意を得て市⾧が選任した６人の委員が、３人の委員で構成する合議体において
審査を行います。

 委員会の構成

固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）に関することのみ、審査の申出をすることができま
す。基準年度（３年に１度の評価替えの年度）の価格は原則として３年間据え置かれるため、基準
年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。
ただし、基準年度以外の第２年度、第３年度分については、価格が新たに決定又は修正された場合
又は修正されるべきとする申出に限られます。また、土地については基準年度以外の年度において
も、地価の下落状況に応じて価格の下落修正がされている場合は下落修正された部分について、又
は下落修正されなかったことについて審査の申出ができます。

 審査の申出ができる事項

価格の算出に影響を及ぼす諸要因

基準年度

土地

 路線価（標準宅地から路線価を付設するための比準項目・比準係数等）
 地目
 地積
 画地形状の認定
 適用された画地計算法
 画地計算に当たって補正等の適用の要否とその補正係数
 状況類似地域 など

家屋

 家屋の種別・床面積の認定
 適用された再建築費評点基準表の種類の適否
 付設した評点数（評点項目、補正係数）
 経年減点、損耗減点、需給事情減点等の補正の適用の要否とその補正係数 など

第2年度
第3年度

 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情がある土地、家屋で地方税
法第３４９条第２項ただし書等の規定により登録された比準価格

 分合筆、家屋の新築等により新たに固定資産税を課することとなる土地、家屋で地方税法第３
４９条第４項等の規定により登録された比準価格

 地価下落のある土地で、地方税法附則第１７条の２第１項の規定により登録された修正価格
（修正価格にすべきとの申出含む。）

 地方税法第４１７条の規定に基づき決定又は修正した土地、家屋の価格
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償却資産については、年度にかかわらず、全ての償却資産について、納付すべき当該年度の固定資
産課税台帳に登録された価格（評価額）が審査の申出の対象となります。
なお、課税標準の特例が適用されるべき、税額が高い等の価格（評価額）に関すること以外の事項
についての不服申立ては「行政不服審査法」に基づく「審査請求」の手続きが必要です。（非課税、
減免、住宅用地の認定、負担水準に関することなど価格以外の事項に不服がある場合は、市⾧に対
して審査請求をすることができます。）

 固定資産評価審査委員会に対して審査申出ができない事項
（市⾧に対する審査請求の対象となります）

不服申立の種類 不服の内容 不服申立先

審査請求 価格以外（課税標準、税額等） 市⾧

審査申出 価格（評価額） 西宮市固定資産評価審査委員会

 課税客体、納税義務者に当たるか否か
 非課税にあたるか否か

 課税標準の特例に当たるか否か
 減免に当たるか否か

 審査の申出ができる人

固定資産税の納税者（納税者が死亡している場合はその相続人）又はその代理人に限られます。
※納税者の親族、納税管理人、借地人、借家人、抵当権等の利害関係人は不可
代理人が審査の申出をする場合は、委任状（様式は問いません）が必要です。委任状には審査申出
人の住所又は居所、氏名、代理人に審査の申出に係る権限を委任する旨、代理人の住所又は居所、
氏名、連絡先電話番号を記載してください。 また、審査申出人が法人その他の社団・財団の代表者
又は管理人、総代を立てた場合の総代である場合は、代表者等の住所、氏名を記入し、代表者等の
資格を証する書面を添付してください。

 審査の申出ができる期間

審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日（通常４
月１日）から、納税通知書の交付を受けた日後３か月以内です。また、すでに登録された価格の修
正があった場合は、その修正通知を受けた日から３か月以内です。この場合、審査の申出ができる
事項は、価格のうち修正された部分に限ります。

 審査申出書の提出方法

固定資産評価審査申出書（正本・副本の２部）及び必要書類を、固定資産評価審査委員会事務局
（税務管理課内）へ提出してください。郵送される場合は、その郵便の消印の日付が審査の申出を
することができる期間内であれば有効です。
なお、審査申出書の記載内容に不備があるときには、補正を求めますので、ご注意ください。

 審査方法

審査は、原則として書面で行います。
審査申出人からの審査申出書、反論書や、評価庁である市⾧（資産税課）からの弁明書をもとに、
書面審査を行います。なお、委員会が必要であると判断した場合は、実地調査や口頭審理を行いま
す。また審査申出人は、希望をすれば委員会に対して口頭で意見を述べることができます（以下
「口頭意見陳述」といいます。）。評価庁は出席しませんので、評価の内容については、事前に資
産税課にお尋ねください。

※ 口頭意見陳述とは、委員会に対して、審査申出理由に補足することや文章で表現しにくいことな
どの意見を口頭により述べることです。希望される場合は、審査申出書に「求める」と記入して
ください。なお、「実地調査」及び「口頭意見陳述」の場は、委員が意見を述べたり、審査申出
人の疑問等にお答えする場ではありませんので、ご了承ください。
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 審査決定

審査決定には次の３種類があります。

委員会では、できるだけ早く審査決定を行うよう手続を進めますが、審査手続には慎重を期するこ
とも求められており、審査申出の内容によっては審査に時間がかかることがあります。

認容：審査申出人の主張の全部又は一部を認め、価格（評価額）を修正すること

審査申出人の主張は価格（評価額）を修正すべき正当な理由には当たらないとして、主張を
退けること

棄却：

審査申出期間後に提出された申出や価格（評価額）以外に関する不服の申出など、不適法で
あることを理由に申出を退けること

却下：

 注意事項

審査申出にあたっては、あらかじめ資産税課において、課税根拠等について充分な説明を受けてい
ただきますようお願いします。

審査申出中であっても、固定資産税・都市計画税を納めずに納期限を過ぎますと、督促状が発送さ
れ、延滞金も加算されます。審査の結果、認容の決定があれば清算されますので、必ず納期限まで
にお納めください。
申出人は、審査の決定があるまでの間は、いつでもその申出の全部又はその一部を取り下げること
ができます。

 審査申出の決定に係る訴訟

当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）に関する不服は、固定資産評価審査委員
会に対する審査の申出及び固定資産評価審査委員会の決定に対する取消しの訴えによってのみ争う
ことができます。
決定書の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に、西宮市を被告（固定資産評価審査委員会
が被告の代表者となります。）として、訴訟を提起することができます。ただし、審査の申出に係
る決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、訴えの提起はできません。（正当な
理由がある場合、認められることがあります。）
なお、審査の申出があった日から３０日以内に決定がないときは、審査の申出を却下する決定が
あったものとみなして、訴訟を提起することができます。

 審査申出についてのお問合せ… 西宮市固定資産評価審査委員会事務局
（税務管理課税制チーム内）✆0798-35-3200
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Ｑ＆Ａ
１. 第１章関係

個人市民税

Ｑ 前年中に亡くなったひとの今年の市・県民税はどうなるのか

個人の市・県民税は、課税対象者になるかどうかを判定する基準日があります。これを「賦課
期日」といい、年度の始まる日が属する始めの年の１月１日がその日になります。例えば、令
和６年度の賦課期日は令和６年１月１日です。
これを踏まえると、お亡くなりになった方の場合、次のようになります。

 死亡時点で既に課税されている年度の市・県民税
賦課期日に居住しており課税は取り消されません。残っている税金は相続人が納める必要
があります。

 死亡した年の翌年に始まる年度の市・県民税
賦課期日に居住していないため、新たな年度の課税はされません。

Ｑ 西宮市から市外へ引っ越ししたら、市・県民税はどうなるのか

個人の市・県民税は、課税対象者になるかどうかを判定する基準日があります。これを「賦課
期日」といい、年度の始まる日が属する始めの年の１月１日がその日になります。例えば、令
和６年度の賦課期日は令和６年１月１日です。
その賦課期日に住んでいた市町村にその年度分の市・県民税をすべて納めることになっていま
す。
したがって、年の途中で他の市町村へ転居した場合でも引き続き、西宮市に納めていただき、
次の年度から転居先で課税されることになります。

Ｑ パートタイムで働いているが、それで得た給与にも税金がかかるのか

収入が給与だけの人は、その収入が１００万円を超えると個人の市・県民税がかかります。
ただし、本人が障害者や未成年、ひとり親、寡婦に該当したり、扶養控除や年少扶養親族を申
告している場合には、非課税の限度額が変わります。
下表は、本人該当や扶養等がない場合の個人市・県民税と所得税についてまとめたものです。

給与収入（年収） 個人市・県民税 所得税

～１００万円 かからない かからない

１００万円超１０３万円以下 かかる かからない

１０３万円超 かかる かかる

Ｑ 配偶者が得る給与（年収）と配偶者控除・配偶者特別控除の関係は

配偶者の所得金額により、配偶者控除または配偶者特別控除が適用できます。ただし、合計所
得金額が１０００万円を超える人は配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はできません。
下表は控除の対象になる配偶者の給与収入で控除がどうなるかをまとめたものです。
この基準は所得税と個人市・県民税で共通のものです。

P3

P3

P4

P8

給与収入（年収） 配偶者控除 配偶者特別控除

～１０３万円 〇 ×

１０３万円超２０１万円６千円以下 × 〇

２０１万円６千円超 × ×

41



Ｑ 退職した。天引きされていた住民税は今後どうなるのか

サラリーマンなどの給与所得者の個人市・県民税は年間の税額を１２分割して６月から翌年５
月までの給与から天引き（「特別徴収」と言います。）されます。
この特別徴収を行っている途中で退職した場合は次のいずれかになります。

 最後の給与等で一括徴収される（市から納付書は届かない）
 給与から天引きできなかった残りの税額を自分で納める（市から納付書が届く）
 転職などで引き続き他の会社等で給与を受ける場合に市・県民税の天引きが継続される

いずれも給与の支払者から市役所へ「給与所得者異動届出書」が提出されることにより処理が
行われます。

Ｑ 退職金を受け取るが、住民税はどうなるのか

退職金に対する個人住民税は、原則としてその支払が発生した年に他の所得と分離して課税さ
れます。その場合、退職金の支払者がその支払時に徴収し、市へ納めます。

退職金の額から勤続年数などから計算する退職所得控除を差し引いた額に対して、県民税４％
と市民税６％が課されます。

Ｑ 収入が年金だけの親族がいる。扶養控除の対象になる年収は給与と同じなのか

扶養控除の対象になる親族とは、生計を一にしている親族（他の親族の扶養親族や事業専従者
を除く。）のうち、合計所得金額が４８万円以下の人です。この金額は、収入の種類によって
計算方法が異なります。給与収入の場合は差し引くことができる「給与所得控除」の額が５５
万円であることから、収入になおすと１０３万円になります。

公的年金の場合（他の所得はない）、その受給者の１月１日現在の年齢により次のとおりにな
ります。
 ６５歳未満の人 … 年金収入１０８万円以下（１０８万円－６０万円＝４８万円）
 ６５歳以上の人 … 年金収入１５８万円以下（１５８万円－１１０万円＝４８万円）

法人市民税

Ｑ 決算が赤字だったが、それでも法人市民税は納めなければならないのか

法人税割はかかりませんが、均等割は赤字決算であっても納める必要があります。

Ｑ 登記簿では本店が西宮市内にあるが、実際は事務所等がありません

「名目本店申立書」を提出していただくと西宮市に法人市民税を納める必要はありません。

P10
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固定資産税

Ｑ 年の途中で土地や家屋を売った場合の固定資産税は？

私は、４月に土地・家屋を売って、５月には所有権移転登記も済ませました。今年度の固定資
産税は誰に課税されますか。

今年度の固定資産税はあなたに課税されます。これは、地方税法の規定により、毎年１月１日
（賦課期日）に登記簿に所有者として登記されている人に固定資産税が課税されることになっ
ているからです。
また、固定資産税は、賦課期日と同じ年の４月１日から始まる会計年度に税金として課税する
ものですから、１年の内のいつからいつまでの期間について課税するといったものではありま
せん（日割りや月割り計算はありません）。
不動産の売買において、賦課期日後に売買のあった土地・家屋の税額の一部を買主で負担する
ということが行われている場合もあるようですが、これはあくまで売買の際の契約に基づくも
ので、固定資産税の課税とは関係ありません。

Ｑ 亡くなった人の固定資産税は？

死亡した父名義の土地に対する固定資産税はどうなりますか。

固定資産税の納税義務者が死亡された場合、法務局で所有権の移転登記（相続登記など）をす
るのが通常ですが、何らかの事情で登記が済んでいないときは、その固定資産を現に所有して
いる人（一般的には相続人）に課税されます。
市では、相続人の方から届出書の提出をお願いしておりますので、ご協力をお願いします。届
出書は、資産税課管理チーム（✆0798-35-3269）にあります。（市のホームページにも掲載）

Ｑ 年の途中に閉店した場合の固定資産税（償却資産）は？

８月に閉店し、今後再開の予定はありません。２期分までの納税は済ませていますが、３～４
期分の固定資産税（償却資産）はどうなりますか。

８月に閉店されても３～４期分の固定資産税（償却資産）は、納付してください。
これは、地方税法の規定により、固定資産税(償却資産)は毎年１月１日(賦課期日)に所有者と
して償却資産課税台帳に登録されている個人・法人に賦課期日と同じ年の４月１日から始まる
年度分の税として課税されることになっているからです。

Ｑ 同様の土地なのに税額が違うのは？

私と友人は、隣り合った同じ面積の土地を所有しており、友人は昨年９月に住宅を新築しまし
たが、私は今年の１１月頃新築する予定です。
ところが、市役所から届いた納税通知書によると、昨年まで友人と同じだった土地の税額が、
今年は私の方が高いです。これはどういうことなのですか。

住宅用地については課税標準の特例があり、その税負担が軽減されます。これらの特例が受け
られるのは、１月１日（賦課期日）現在完成した住宅の敷地になっている場合に限られます。
今年度については、あなたの友人の土地は住宅用地となり、これらの特例の対象となりますが、
あなたの土地は対象とならないために税額の差が生じるのです。
なお、来年度については、来年の１月１日現在で、あなたの土地の上に住宅が完成していれば、
あなたの土地はこれらの特例を受けることができます。
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Ｑ 家屋の固定資産税が急に上がったのは？

家屋を新築して、固定資産税が課税されるようになってから今年で４年目になります。今年度
から家屋の固定資産税が急に上がったのですが、なぜですか。

新築された住宅が一定の要件に該当するときには、その住宅に対して新たに固定資産税が課せ
られる年度から３年度分に限り、床面積120㎡までの部分について税額の２分の１が減額され
る制度があります。
したがって、あなたの新築された住宅についても、この制度に該当し昨年度まで固定資産税が
減額されていたわけです。
なお、３階建以上の中高層耐火住宅（分譲マンション等）については、一定の要件に該当すれ
ば５年度分に限り、固定資産税の税額が軽減されます。

Ｑ 他市に住んでいて西宮市の固定資産税を納めていますが、今度引越しします

西宮市外に住んでいて、固定資産を西宮市内に持っていますが、今度引越しすることになりま
した。税金関係の住所変更の手続きはどうすればいいのですか。

西宮市内からの転居の場合は、転居地がわかりますが、市外から転居された場合（市内への転
入も含みます。）は必ずご連絡ください（電話等でお知らせください。届書の提出は不要で
す）。
 市内 → 市内・・・・・・連絡不要
 市内 → 市外・・・・・・連絡不要
 市外 → 市外・市内・・・連絡をお願いします

お問合せは…資産税課 管理チーム（✆ 0798-35-3269）

軽自動車税(種別割)

Ｑ 友人からバイクを譲ってもらいましたが、どうしたらよいのですか？

友人が乗っているバイクを譲ってもらいました。名義変更等の手続きはどうしたらよいですか。

市役所で手続きのできるバイクは、125CC以下の車種(原付)です。それを超えたものは、神戸
運輸監理部兵庫陸運部で変更等の手続きをして下さい。廃車手続きの済んでいる原付は廃車済
書と届出者の本人確認書類を持参のうえ、市役所税務管理課又は支所で新しいプレート及び登
録票をもらってください。市内の方どうしの譲渡(名義変更)で西宮市のプレートがついている
場合は、登録票（ない場合は、譲渡証明書（前所有者の自署必要））と届出者の本人確認書類
を持参のうえ、名義変更の手続きをしてください。
廃車手続きがまだで他の市町村のプレートがついているバイクは、先に登録市町村で廃車の手
続きをしてください。

Ｑ 年度途中に廃車にしたら、今年の税金は？

先日、原付を廃車にしたのですが、今年度の税金はどうなるのでしょうか。

軽自動車税(種別割)は、毎年４月１日現在所有(登録)している人にかかる税金です。そのため、
年度途中に廃車手続きをしても今年度の軽自動車税(種別割)はお返しできません。また、４月
２日以後に登録をされた軽自動車等は翌年度から課税されます。

Ｑ 盗難にあったがどうしたらよいのですか？

先日、私が持っている原付が盗難にあいましたが、どうしたらよいですか。

警察に盗難届を提出し、市へは課税取消の申請をしてください。盗難届の受理番号等を警察署
に確認していただき、届出者の本人確認書類、ナンバープレートの番号や車台番号など、車両
の特定に必要な情報を揃えて、市役所税務管理課又は最寄の支所で手続きをしてください。
なお、警察に盗難届を出しても、市へは連絡が入りません。そのままにされますと、翌年度も
あなたに課税することになります。

P19

P14

P22

P22

P22

44



土地・家屋にかかる税金とは？

土地や家屋などの不動産を売買したり、あるいは人に貸したりすると、さまざまな税金がかか
ります。そこで、これらをそれぞれのケースごとまとめてみました。

① 一般的にかかるもの

② 取得の形態・規模によりかかるもの

③ 保有しているとき

④ 貸したとき

⑤ 売ったとき

不 動産 取 得 税 県税 土地や家屋を取得した場合

登 録 免 許 税 国税 土地や家屋の所有権移転登記や家屋の所有権保存登記をする

相 続 税 国税 土地や家屋を相続した場合

贈 与 税 国税 贈与により土地や家屋を取得した場合

印 紙 税 国税 土地や家屋の売買契約書、請負契約書などを作成する場合

地 価 税 国税 国内の大規模な土地の所有､借地権などにかかります
（現在は適用停止中)

固 定 資 産 税 市税
P14～21参照

都 市 計 画 税 市税

所 得 税 国税
不動産所得に対してかかります。なお、権利金などについては、譲
渡所得又は不動産所得となる場合もあります県 民 税 県税

市 民 税 市税

所 得 税 国税

譲渡所得に対してかかります県 民 税 県税

市 民 税 市税

印 紙 税 国税 売買契約書を作成する場合
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２. 第２章関係

口座振替

Ｑ 納付義務者と異なる口座での口座振替は申し込みできますか？

今度、口座振替を申し込もうと思いますが、納付義務者と異なる名義の口座での口座振替の申
し込みはできますか。

はい、できます。例えば、夫が納付義務者でその税金を妻の名義の口座から振替することがで
きます。

Ｑ 口座振替の申し込みで共有の場合は、納付義務者欄は？

夫婦で固定資産を共有していますが、口座振替の申し込み用紙の納付義務者欄にはどちらの名
前を書けばいいのですか。

口座振替申込書の納付義務者欄には、代表納税義務者のお名前を記入して下さい。なお、代表
納税義務者とは、納税通知書冊子部分一枚目の納税義務者名欄の一番上に記載されるお名前の
方です。

Ｑ 市税の領収書は何年間保存したらよいのか？

私は、昨年会社を退職したため、市県民税・森林環境税（普通徴収）の残りを分割で納付しま
した。ところが先日、市役所よりまだ一部が残っているとの催告を受けました。私は全額支
払っていると思い領収書を探しましたが見当りません。いったい税金の領収書は何年間保存し
たらよいのですか。
市が年度をさかのぼって課税できる期間は最高７年、課税した税金の徴収権の時効は５年と規
定されています。このため領収書は、少なくとも７年間は保存してください。

納 税

Ｑ 同意もなしに差押えはできるのでしょうか？

私は、市県民税・森林環境税（普通徴収）と固定資産税を滞納しています。先日不動産の差押
調書が郵送されてきました。督促状や催告書は受け取っていますが、私が差押えに同意をして
いないにもかかわらず、市は差押えすることができるのでしょうか。

法律では、督促状を発送して１０日を経過した日までに完納しないときは差押えをしなければ
ならないとされています。したがいまして、完納されない場合は、税負担の公平性を期すため
に差押執行いたしますが、法律上納税義務者の同意が必要であると規定されていないため、同
意を得ずになされた差押えも違法ではありません。
しかしながら、差押えすることではなく完納いただくことが目的ですので、納税ができない事
情等がある場合は、そのまま放置されずに必ず事前に市役所の納税課に連絡のうえ、納付計画
等についてご相談ください。

Ｑ 市税を納めすぎたのですが？

私は、先日固定資産税の第２期分を銀行で納めました。ところが家に帰って気がついたのです
が、今年の固定資産税はすでに前納していました。この納め過ぎた税金は返してもらえるので
すか。

納め過ぎた税金はお返しします。市役所で納めすぎが確認できましたら「市税還付金のお知ら
せ」を納税義務者宛にお送りします。通知書が届きましたら「市税過誤納還付金請求書・口座
振込依頼書｣を切り取り、必要事項を記入・押印いただき、同封の封筒にてご返送ください。
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３. 第４章関係

証 明 書

Ｑ 転入してきた場合の市県民税課税証明書は？

令和６年４月に神戸市東灘区から西宮市に転入してきましたが、令和６年度の市県民税課税証
明書は、西宮市でとれるのでしょうか。

令和６年度の市県民税課税証明書は原則、令和６年１月１日現在の住所地で発行されます。あ
なたの場合は、証明書を交付できるか神戸市の東灘区役所へ事前にお問い合わせのうえ、申請
してください。

Ｑ 窓口に行けない場合の市県民税の課税証明書の申請方法は？

令和６年４月西宮市から転出し、遠隔地に住んでいます。市県民税の課税証明書が欲しいので
すがどのようにすればいいでしょうか。

郵便で申請してください。申請書、切手を貼った返信用封筒、証明手数料、本人確認書類（マ
イナンバーカード、運転免許証、パスポートなど）のコピー、を同封して税務管理課へ郵送し
ていただければ、証明書を発行して返送します（ただし、未申告の場合は、市・県民税の申告
書等が別途、必要になります）。

Ｑ 納税通知書の内容に疑問がある場合は？

納税通知書を受け取りましたが、その内容について疑問があります。どうすればよいか。

まず、各税目の担当課におたずねください。
それでもなお、納税通知書の内容について不服がある場合、その賦課決定があったことを知っ
た日（通常、納税通知書の交付を受けた日）の翌日から起算して３か月を経過する日までの間
に、市⾧に対して審査請求をすることができます。
ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市⾧に対する不服の申立てではなく、西
宮市固定資産評価審査委員会に対する審査の申出となります。（次のＱ＆Ａ参照）

不 服 申 立

処分の内容 審査請求書の受付担当課

税務管理課が担当する処分(軽自動車税の賦課決定など） 財政課（市役所本庁舎４階）

市民税課、資産税課及び納税課が担当する処分
（個人市民税、固定資産税の賦課決定、督促・差押えなど） 税務管理課（市役所本庁舎２階）

 審査請求書の受付担当課

Ｑ 固定資産の価格に疑問がある場合は？

縦覧帳簿を縦覧しましたが自分の土地、家屋の価格に疑問があります。どうすればよいでしょ
うか。

まず、資産税課におたずねください。
それでもなお、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は、固定資産
課税台帳に価格等を登録した旨の公示日（通常４月１日）から、納税通知日後３か月を経過す
る日までの間、西宮市固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。

不服の内容 審査申出書の受付担当課

固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）に関すること 西宮市固定資産評価審査委員会事務局
（市役所本庁舎2階 税務管理課内）

 審査請求書の受付担当課
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支所・サービスセンター
 鳴尾支所  瓦木支所

〒663-8184 鳴尾町3丁目5-14
✆0798-47-0101

〒663-8107 瓦林町8-1
✆0798-67-5132

 甲東支所  塩瀬支所
〒662-0812 甲東園3丁目2-29アプリ甲東3階
✆0798-51-2681

〒669-1134 名塩新町1 塩瀬センター1階
✆0797-61-0521

 山口支所  夙川市民サービスセンター
〒651-1412 山口町下山口4丁目1-8
✆078-904-0395

〒662-0051 羽衣町7-30-124 夙川グリ-ンタウン1階
✆0798-35-8181

 上甲子園市民サービスセンター  アクタ西宮ステーション
〒663-8113 甲子園口3丁目9-3
✆0798-67-7080

〒663-8204 北口町1-1ACTA西宮西館5階
✆0798-65-6930
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■一般会計歳入予算（当初）

＜市税＞の内訳

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）

計 85,128,280 100.0 87,135,165 100.0 89,914,311 100.0

9.2 7,931,384 9.1 8,033,264 8.9

0.0

1,396,407 1.6 1,354,835 1.6 1,340,961 1.5

0.0 1 0.0 1 0.0

9,128 0.0 9,821 0.0 10,804

0.5

2,135,347 2.5 2,178,184 2.5 2,248,797 2.5

38.5 33,224,840 38.1 33,799,612 37.6

378,349 0.5 405,936 0.5 418,308

(44.8)

(2,524,890) (3.0) (3,403,398) (3.9) (3,798,611) (4.2)

47.7 42,030,164 48.2 44,062,564 49.0

(38,089,932) (44.7) (38,626,766) (44.3) (40,263,953)

市 た ば こ 税

特 別 土 地 保 有 税

入 湯 税

事 業 所 税

都 市 計 画 税

40,614,822

32,798,196

1

7,796,030

市 民 税

(内訳)
個 人

法 人

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

区分
令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 度 

予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比

193,856,204 100.0 195,828,360 100.0 195,231,848 100.0

16,600,900 8.6 11,635,400 5.9 9,593,200 4.9

6,748,590 3.5 5,375,677 2.7 5,545,808 2.8

1 0.0 1 0.0 1 0.0

9,356,436 4.8 9,408,615 4.8 9,756,215 5.0

104,124 0.1 106,522 0.1 104,122 0.1

19.2

6,722,145 3.5 6,799,775 3.5 6,399,639 3.3

810,930 0.4 649,637 0.3 501,910 0.3

12,911,223 6.7 13,851,220 7.1 14,280,778 7.3

2.6

669,000 0.3 337,000 0.2 422,000 0.2

827,782 0.4 875,953 0.4 831,994 0.4

65,000 0.0 65,000 0.0 65,000 0.0

5.8

541,000 0.3 724,000 0.4 780,000 0.4

132,000 0.1 143,000 0.1 140,000 0.1

133,000 0.1 139,000 0.1 150,000 0.1

0.4

44,000 0.0

672,000 0.3 694,000 0.4 1,113,000 0.6

市 債

地 方 消 費 税 交 付 金

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

環 境 性 能 割 交 付 金

654,000 0.3 1,037,000 0.5 734,000

9,548,000 4.9 10,348,000 5.3 11,401,000

3,170,000 1.6 6,861,000 3.5 5,091,000

38,119,592 19.7 38,684,194 19.8 37,516,269

計

85,128,280 43.9 87,135,165 44.5

103,000 0.1 85,000 0.0

県 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

交通安全対策特別交付金

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

配 当 割 交 付 金

株式等譲渡所得割交付金

法 人 事 業 税 交 付 金

予算額 構成比
区分

市 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

令 和 ５ 年 度 

予算額 構成比

令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度

予算額 構成比

89,914,311 46.1

839,201 0.4 873,201 0.4 847,601 0.4
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■一般会計予算及び決算
（単位：千円）

総 額 193,080,562 249,548,974 240,242,843 193,856,204 222,450,641 210,408,079 195,828,360 215,884,547 201,368,995

市 税 87,773,741 87,773,741 87,652,717 85,128,280 86,126,788 86,578,786 87,135,165 91,284,841 91,169,786

地 方 譲 与 税 861,201 835,201 855,344 839,201 839,201 868,936 873,201 875,601 871,578

利 子 割 交 付 金 96,000 96,000 117,218 103,000 103,000 93,705 85,000 85,000 60,112

配 当 割 交 付 金 661,000 661,000 656,974 672,000 672,000 949,419 694,000 694,000 889,045

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付金 401,000 401,000 759,714 654,000 654,000 1,121,935 1,037,000 1,037,000 633,962

法 人 事 業 税 交 付 金 398,000 398,000 361,986 541,000 541,000 661,329 724,000 724,000 790,385

地 方 消 費 税 交 付 金 9,900,000 9,196,000 9,444,886 9,548,000 9,548,000 10,326,515 10,348,000 10,348,000 10,805,599

ゴルフ場利用税交付金 138,000 124,000 126,178 133,000 133,000 145,180 139,000 139,000 146,064

自 動 車 取 得 税 交 付 金 - - 51 - - - - - 2,432

環 境 性 能 割 交 付 金 127,000 127,000 98,317 132,000 132,000 124,043 143,000 143,000 156,068

地 方 特 例 交 付 金 393,000 382,913 382,913 669,000 647,391 795,257 337,000 433,009 433,526

地 方 交 付 税 1,980,000 2,817,166 2,783,445 3,170,000 6,778,580 6,827,203 6,861,000 4,988,690 5,121,406

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付金 65,000 65,000 64,228 65,000 65,000 61,352 65,000 65,000 51,772

分 担 金 及 び 負 担 金 881,171 707,049 697,692 827,782 815,088 735,252 875,953 875,263 863,905

使 用 料 及 び 手 数 料 6,857,170 6,488,554 6,132,565 6,722,145 6,608,565 6,272,489 6,799,775 6,606,461 6,377,873

国 庫 支 出 金 34,295,354 89,905,228 87,831,458 38,119,592 60,100,082 54,631,625 38,684,194 51,608,512 45,615,883

県 支 出 金 12,455,242 12,812,729 12,225,374 12,911,223 13,903,470 13,234,147 13,851,220 14,440,971 13,646,819

財 産 収 入 1,050,883 1,010,084 1,027,836 810,930 799,080 944,934 649,637 650,122 698,882

寄 附 金 104,122 240,016 266,475 104,124 243,192 290,868 106,522 363,557 385,076

繰 入 金 7,195,396 4,295,279 613,741 9,356,436 6,493,651 633,770 9,408,615 9,171,822 2,655,606

繰 越 金 1 1,286,486 1,286,486 1 5,034,476 5,034,476 1 5,473,878 5,473,879

諸 収 入 10,701,281 10,483,428 10,443,945 6,748,590 6,698,577 6,290,158 5,375,677 4,357,420 4,710,037

市 債 16,746,000 19,443,100 16,413,300 16,600,900 15,514,500 13,786,700 11,635,400 11,519,400 9,809,300

総 額 193,080,562 249,548,974 235,208,367 193,856,204 222,450,641 204,934,201 195,828,360 215,884,547 200,591,167

議 会 費 895,456 811,861 779,342 850,640 852,164 817,295 863,514 870,326 833,521

総 務 費 23,094,210 72,232,811 70,846,390 21,952,091 26,592,753 25,311,617 20,364,310 26,241,578 25,254,106

民 生 費 88,304,936 90,477,832 84,654,599 89,793,085 107,807,386 99,406,910 91,118,054 101,580,974 94,787,455

衛 生 費 15,594,272 17,181,861 15,842,893 18,876,945 22,909,280 19,535,045 20,254,861 23,309,720 20,001,190

労 働 費 301,507 348,528 311,698 532,064 542,237 493,133 364,715 355,168 326,700

農 林 水 産 費 165,984 186,254 175,044 179,461 185,518 163,464 180,724 168,785 155,815

商 工 費 964,350 2,045,560 1,725,793 926,598 2,644,716 2,277,267 915,483 1,065,558 1,023,635

土 木 費 16,988,304 17,221,089 15,093,103 16,219,028 16,955,176 14,890,817 15,902,569 16,002,349 14,229,440

消 防 費 6,601,294 6,476,419 6,179,309 7,839,879 7,632,331 7,473,660 7,071,686 6,961,487 6,753,173

教 育 費 24,412,744 26,946,622 24,064,451 21,791,443 21,647,874 19,928,441 23,493,075 24,109,079 22,168,728

災 害 復 旧 費 2,000 41,249 14,530 2,000 26,710 18,225 2,000 2,000 -

公 債 費 15,669,698 15,513,977 15,510,374 14,803,621 14,610,686 14,607,271 15,206,158 15,145,705 15,046,171

諸 支 出 金 5,807 10,884 10,841 9,349 11,081 11,056 11,211 11,254 11,233

予 備 費 80,000 54,027 - 80,000 32,729 - 80,000 60,564 -

　注　a) 年度の開始前に作った年間予算のこと。

　　　b) 当初予算額、補正予算額、継続費、繰越額、予備費支出及び流用増減を加えたもので、最終予算額をいう。

区 分

令　和　2　年　度 令　和　3　年　度

当初予算額
a)

予算現額
b)

決 算 額
当初予算額

a)
予算現額

b)
決 算 額

歳　　　　　入

歳　　　　　出

令　和　4　年　度

当初予算額
a)

予算現額
b)

決 算 額
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■市税調定額及び収入済額
（単位：千円、％）

90,424,212 87,652,717 96.9 88,113,981 86,578,786 98.3 92,700,904 91,169,786 98.3

87,993,238 87,158,399 99.1 86,106,929 85,748,247 99.6 91,211,262 90,789,758 99.5

2,430,974 494,318 20.3 2,007,052 830,539 41.4 1,489,642 380,028 25.5

44,083,803 43,433,634 98.5 42,632,355 42,091,827 98.7 46,316,763 45,767,831 98.8

40,274,289 39,691,423 98.6 38,968,986 38,459,071 98.7 42,604,792 42,095,864 98.8

39,673,561 39,428,175 99.4 38,417,793 38,203,763 99.4 42,112,671 41,862,591 99.4

600,728 263,248 43.8 551,193 255,308 46.3 492,121 233,273 47.4

3,809,514 3,742,211 98.2 3,663,369 3,632,756 99.2 3,711,971 3,671,967 98.9

3,774,991 3,731,404 98.8 3,603,385 3,593,520 99.7 3,684,723 3,662,645 99.4

34,523 10,807 31.3 59,984 39,236 65.4 27,248 9,322 34.2

33,910,104 32,656,146 96.3 33,065,873 32,750,481 99.0 33,670,822 33,363,374 99.1

33,644,741 32,390,783 96.3 32,768,861 32,453,469 99.0 33,371,592 33,064,144 99.1

32,674,418 32,245,609 98.7 32,131,900 32,031,263 99.7 33,072,632 32,960,374 99.7

970,323 145,174 15.0 636,961 422,206 66.3 298,960 103,770 34.7

265,363 265,363 100.0 297,012 297,012 100.0 299,230 299,230 100.0

388,660 373,571 96.1 401,028 389,000 97.0 421,248 410,689 97.5

13,517 13,517 100.0 16,159 16,159 100.0 25,023 25,023 100.0

375,143 360,054 96.0 384,869 372,841 96.9 396,225 385,666 97.3

359,506 354,108 98.5 371,107 366,908 98.9 385,025 380,909 98.9

15,637 5,946 38.0 13,762 5,933 43.1 11,200 4,757 42.5

2,075,589 2,075,575 100.0 2,210,474 2,210,460 100.0 2,295,600 2,295,585 100.0

2,075,589 2,075,575 100.0 2,210,460 2,210,460 100.0 2,295,585 2,295,585 100.0

- - - 14 0 0.0 15 0 0.0

609,141 29,551 4.9 579,590 0 0.0 579,590 0 0.0

- - - - - - - - -

609,141 29,551 4.9 579,590 0 0.0 579,590 0 0.0

10,373 9,646 93.0 11,376 8,599 75.6 15,061 12,570 83.5

10,373 9,646 93.0 10,649 8,599 80.7 12,285 12,285 100.0

- - - 727 0 0.0 2,776 285 10.3

1,363,222 1,330,122 97.6 1,391,707 1,391,160 100.0 1,398,131 1,398,039 100.0

1,362,425 1,329,325 97.6 1,359,221 1,359,221 100.0 1,397,584 1,397,492 100.0

797 797 100.0 32,486 31,939 98.3 547 547 100.0

7,983,320 7,744,472 97.0 7,821,578 7,737,259 98.9 8,003,689 7,921,698 99.0

7,783,495 7,705,677 99.0 7,689,243 7,661,342 99.6 7,923,713 7,893,339 99.6

199,825 38,795 19.4 132,335 75,917 57.4 79,976 28,359 35.5

■人口・世帯当たりの市税収入額

千円 千円 千円

486,799 人 484,974 人 483,537 人

216,509 世帯 216,443 世帯 217,387 世帯

１ 人 当 り 180,059 円 178,523 円 188,548 円

１ 世 帯 当 り 404,846 円 400,007 円 419,389 円

※　人口・世帯数は4月1日現在（資料：推計人口から）

税　　　　　目
令　和　2　年　度 令　和　3　年　度

調定額 収入済額 収入率 調定額 収入済額 収入率

純 固 定 資 産 税

総 額

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

市 民 税

個 人

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

法 人

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

固 定 資 産 税

特 別 土 地 保 有 税

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

国 有 資 産 等 所 在
市 町 村 交 付 金

軽 自 動 車 税

環 境 性 能 割

種 別 割

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

市 た ば こ 税

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

令　和　2　年　度 令　和　3　年　度

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

入 湯 税

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

事 業 所 税

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

都 市 計 画 税

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

91,169,786

令　和　4　年　度

調定額 収入済額 収入率

令　和　4　年　度

市 税 決 算 額

人 口

世 帯 数

87,652,717 86,578,786
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■市税収入決算額の推移

※「％」は、市税収入決算額の構成比

区分

39,691,423 45.3% 38,459,071 44.4% 42,095,864

（単位：千円、％）

令和２年度 令和３年度 令和４年度

46.2%個人分

法人分
市民税

固定資産税

軽自動車税

4.2% 3,671,967 4.0%

37.8%

3,742,211 4.3% 3,632,756

32,656,146 37.2% 32,750,481

2,075,575市たばこ税

特別土地保有税

33,363,374 36.6%

373,571 0.4% 389,000 0.4% 410,689 0.5%

29,551

市税収入合計

目的税

内
　
訳

入湯税

事業所税

都市計画税

9,084,240 10.4% 9,137,018

1,330,122 1.5% 1,391,160

87,652,717 100.0% 86,578,786

10.6% 9,332,307 10.2%

0.0%

2.4% 2,210,460 2.6% 2,295,585 2.5%

0.0% 0 0.0% 0

1.6% 1,398,039 1.5%

9,646 0.0% 8,599 0.0% 12,570 0.0%

100.0% 91,169,786 100.0%

7,744,472 8.9% 7,737,259 9.0% 7,921,698 8.7%

区分 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

市民税
個人分 38,052,729 44.4% 39,002,045 44.9% 39,099,837 44.6%

法人分 4,300,990 5.0% 4,365,511 5.0% 4,311,613 4.9%

37.3%

軽自動車税 330,035 0.4% 339,516 0.4% 353,746 0.4%

固定資産税 32,021,539 37.3% 32,133,217 37.0% 32,671,321

目的税 8,906,007 10.4% 8,945,761 10.3% 9,072,322 10.3%

2.4%

特別土地保有税 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

市たばこ税 2,155,412 2.5% 2,109,755 2.4% 2,130,147

内
　
訳

入湯税 17,803 0.0% 16,731 0.0%

都市計画税 7,517,476 8.8% 7,598,896 8.8% 7,709,243 8.8%

16,530 0.0%

事業所税 1,370,728 1.6% 1,330,134 1.5% 1,346,549 1.5%

99.9%

区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

市民税
個人分 36,976,591 43.8% 37,200,567

市税収入合計 85,766,712 100.0% 86,895,805 100.0% 87,638,986

44.1% 38,436,415 44.7%

法人分 4,586,023 5.4% 4,413,238 5.2% 4,243,797 4.9%

37.0%

軽自動車税 244,982 0.3% 250,854 0.3% 319,328 0.4%

固定資産税 31,425,625 37.2% 31,307,816 37.1% 31,761,331

目的税 8,743,993 10.4% 8,703,497 10.3% 8,837,444 10.3%

2.7%

特別土地保有税 0 0.0% 54,671 0.1% 0 0.0%

市たばこ税 2,429,927 2.9% 2,395,596 2.9% 2,294,913

内
　
訳

入湯税 44,131 0.1% 19,443 0.0%

都市計画税 7,322,958 8.7% 7,345,840 8.7% 7,456,898 8.7%

17,935 0.0%

事業所税 1,376,904 1.6% 1,338,214 1.6% 1,362,611 1.6%

100.0%

区分 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

市民税
個人分 34,439,250 42.1% 36,111,615

市税収入合計 84,407,141 100.0% 84,326,239 100.0% 85,893,228

43.9% 36,511,130 44.0%

法人分 4,016,719 4.9% 4,218,066 5.1% 4,279,460 5.1%

37.2%

軽自動車税 226,759 0.3% 229,737 0.3% 234,281 0.3%

固定資産税 32,035,277 39.2% 30,771,173 37.4% 30,906,806

3.1%

特別土地保有税 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

市たばこ税 2,422,643 2.9% 2,362,171 2.9% 2,546,332

1,303,095 1.6% 1,381,383 1.7% 1,340,321 1.6%

10.3%

内
　
訳

入湯税 40,977 0.1% 30,619 0.1% 28,622 0.1%

事業所税

目的税 8,671,484 10.6% 8,503,752 10.4% 8,530,658

8.6%

市税収入合計 81,812,132 100.0% 82,196,514 100.0% 83,008,667 100.0%

都市計画税 7,327,412 8.9% 7,091,750 8.6% 7,161,715
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■個人市民税の納税義務者等

（課税状況調　第２表より）

■個人市民税の特別徴収義務者等
給与特徴に係る分　（退職所得課税分は除く）

年金特徴に係る分　（普通徴収税額への繰入れ分及び還付額は除く）

（課税状況調　第３表より）

■法人市民税の納税義務者数

（課税状況調　第１表より）

 納税義務者数 221,640

所　得　割　額 37,432,248 36,359,994 40,538,607

231,886 231,917

区                分 令和２年度 令和３年度 令和４年度

均 等 割 の み を 納
め る 者

納税義務者数 10,246 10,288 10,895

均　等　割　額 35,863 36,044 38,133

均　等　割　額

所 得 割 の み を 納
め る 者

納税義務者数 0 0 0

所　得　割　額 0 0 0

811,604 811,747 826,961

236,274

均 等 割 と 所 得 割
を 納 め る 者

納税義務者数 221,640 221,629 225,379

均　等　割　額 775,741 775,703

221,629 225,379

788,828

所　得　割　額 37,432,248 36,359,994 40,538,607

合
 
 
計

 納税義務者数 231,886 231,917
均等割を納める者

所得割を納める者

納税義務者数

236,274

令和４年度

特別徴収義務者数

特別徴収義務者数 8 8 8

2,266

特別徴収税額

所得割額 29,063,047 28,419,278 28,796,581

均等割額

38,508 38,893

納 税 義 務 者 数 161,307 162,867 164,350

37,998

納 税 義 務 者 数 34,249 35,318 35,503

（単位:人、千円）

区                分 令和２年度 令和３年度 令和４年度

564,575 570,035 575,225

合       計 29,627,622 28,989,313 29,371,806

上記のうち均等割のみ 2,197 2,297

（単位:人、千円）

区                分 令和２年度 令和３年度

上記のうち均等割のみ 2,943 2,922 3,128

特別徴収税額

所得割額 1,170,032 1,232,751 1,181,621

均等割額

7,851 8,094 8,410

資本金等の額が１000万円を超え1億円以下の法人で従業者の合計数が５０人を超えるもの（312条
第1項第4号） 110 110

79,721 81,746 81,569

合       計 1,249,753 1,314,497 1,263,190

26 23 26

資本金等の額が１０億円を超える法人で従業者の合計数が５０人以下のもの（312条第1項第7号） 333 345 329

年　　　　　　　　度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

105

資本金等の額が１000万円を超え1億円以下の法人で従業者の合計数が５０人以下のもの（312条第
1項第3号） 1,544 1,517 1,516

資本金等の額が１億円を超え1０億円以下の法人で従業者の合計数が５０人を超えるもの（312条
第1項第6号） 65 63 61

資本金等の額が１億円を超え1０億円以下の法人で従業者の合計数が５０人以下のもの（312条第1
項第5号） 399 418 409

（単位:人、千円）

法人税割納税者数 3,911 3,967 4,269

法人税割納税義務者数 10,434 10,677 10,967

10,434 10,677計 10,967

資本金等の額が１000万円以下の法人で従業者の合計数が５０人を超えるもの（312条第1項第2
号） 47 48 53

　　　上記以外の法人（312条第1項第1号）

均
等
割
納
税
義
務
者
数

資本金等の額が５０億円を超える法人で市内に有する事務所の従業者の合計数が５０人を超える
もの（312条第1項第9号） 59 59 58

資本金等の額が１０億円を超え５０億円以下の法人で従業者の合計数が５０人を超えるもの（312
条第1項第8号）
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■法人市民税調定額（現年課税分）
均等割額

（課税状況調　第４８表より）

法人税割額

（課税状況調　第４９表より）

■ふるさと納税の実績
西宮市にご寄附いただきありがとうございました。

※平成 28 年度からふるさと納税に対する返礼品の提供を開始

　（平成 28 年度の寄付件数は約 1,400 件、寄付金額は約 5,600 万円）

＜参考：個人市民税の寄附金税額控除の状況＞
（県民税除く）

（課税状況調　第４２表より）

（単位：人、千円）

1,669,125

484

法人税割
調定額

単独法人

寄附金額

寄附金額（円）

28,618

都道府県等に対する寄附金
（特例控除対象）

共同募金会、日本赤十字社
又は都道府県等に対する寄
附金（特例控除対象以外）

条例で定めるものに対する
寄附金

上記の３つのうちいずれか
２以上に該当するもの

478

1,665,250

712,887

106107

1,731,208

615,939

36,357

126

1,942,158

577,417

人数 

寄附金額

控除額

人数 

令和２年度 令和３年度 令和４年度区　　分

地
方
税
法
第
3
1
4
条
の
7
第
1
項

2,033,153 2,733,487

6,419,299

12,243 9,964

717 585

15,948 19,750

927 1,152

17,191

839

340

138,937

44,129

47,262

4,512,363 6,194,133

1,981,766 2,672,396

260 282

27,947

3,728,139

1,623,722

205

435

8,210

合　　計

491,809 485,386

1,518,487

控除額

人数 

控除額

寄附金額 3,892,477 4,701,474

控除額

人数 

寄附金額

控除額

人数 

寄附金額 160,920 195,452

49,743 59,354

37,208 48,128

127,215,970 169,712,407

区　　分 令和２年度

令和４年度令和２年度 令和３年度区分

件数（件）

令和３年度 令和４年度

1,179,8641,239,399

本市本店分

他市本店分

1,255,416 1,256,238 1,306,586

6,215 8,489 8,158

2,891 2,981

7,587 7,822

（単位：件、円）

423,671

549 552 555

2,342 2,376 2,426

2,928

8,169

小　計

175,329,558

（単位：事業年度、千円）

合　　計

合　　計

10,478 10,750 11,150

（単位：人、千円）

分割
法人

小　計

分割
法人

均等割調定額

事業年度数
（法人数ではない）

本市本店分

単独法人

他市本店分

区　　分 令和２年度 令和３年度 令和４年度

2,519,575 2,347,147 2,378,137
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■市民税の減免取扱状況

■個人市民税の特別徴収・普通徴収徴収率
（現年課税分：退職所得課税分を含む）　

■固定資産税・都市計画税の納税義務者数、調定額、収入済額

（現年課税分）

注１：合計には国有資産等所在市町村交付金を含まない。

注２：納税義務者数には、免税点以下の者は含まない。

3,835

（単位：千円、％）

区分

152,099 49.3

7,923,713 19.3

98.3%

99.4%

7,617,466

38,203,763

令和４年度

納 税 義 務 者 数 3,187 1.0

151,074

11,107,939

41,862,591

7,775,529

38,417,793

調 定 額

令和２年度 令和３年度

2,866,694

調定額

99.4%

普 通 徴 収

合 計

8,566,706

39,673,561

31,047,553

8,380,622 11,296,150

42,112,67139,428,175

99.8%

97.8%

99.4%

31,106,855 30,816,52130,642,264 30,586,297

収入済額

98.0%

0

26

2

7,168 3,689

0

99.8%99.8%

徴収率 収入済額 徴収率

30,754,652

3,442

259 515

10,920

令和２年度

調定額

令和３年度 令和４年度

調定額

0

182

0

第２号

150,372

勤労学生

第３号
障害者、未成年者、寡
婦又はひとり親

第４号 死亡

第５号 失業・廃業

合　　計 87,795

市
税
条
例
施
行
規
則
第
１
４
条
第
1
項

第９号 地域にわたる災害

第１０号 法人又は団体

第１１号 企業組合

第１２号 その他

第６号 所得激減

第７号 疾病

調 定 額 3,004,381

100.0

納 税 義 務 者 数

19.3

収 入 済 額

納 税 義 務 者 数

（単位：件、千円）

減免事由
令和２年度 令和３年度 令和４年度

税額 税額 税額件数 件数 件数

296

35,317 29,712 27,928

第１号
生活保護法の規定によ
る生活扶助

29,378,915

0

396

19

49.4

7,783,495 19.3

7,705,677

合
計

固
定
資
産
税

都
市
計
画
税

土
地
・
家
屋

納 税 義 務 者 数

調 定 額

収 入 済 額

償
却
資
産

304,633 100.0

調 定 額

収 入 済 額

40,457,913 100.0

39,951,286

収 入 済 額

1,726 1,380

77,714

188

00

3,546

200

0

206

15

6

0

0

0

0

187

0

3,302

0

232

1,434

26,960 27,030 26,674

84

311

1,466

18

1,359

5,013 3,537 3,50876

250

1,499

106

432 44321

1,253

258

1,528

16

967

40,853,714 100.0

39,821,144 100.0

39,692,605 100.0

2,894,010 7.3 3,009,915 7.4

7,893,339 19.3

7,689,244 19.3

7,661,342 19.3

151,094 49.4

308,243 100.0100.0

1.1

152,790 49.6

30,061,940 73.3

29,950,460 73.3

49.6

40,996,346 100.0

3,010,693 7.4

73.4

1.0

151,783

29,237,350

29,137,253

2,897

73.5

3,354

7.4 7.32,894,550

305,774

7.2

第８号 災害 0

196

（単位：千円、％）

29,670,037 73.3

49.6

73.4

75,709

231

0

0

12,000

0

11,220

0

0

収入済額 徴収率

年度

区分

特 別 徴 収
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■固定資産税の減免取扱状況

■口座振替による徴収額

■市税の徴収状況
令和２年度

人

人

人

令和３年度

人

人

人

令和４年度

人

人

人

（単位：千円）

滞納繰越分 1,492,433 380,313 66,006 1,046,114

不納欠損額
（内訳）

地方税法第15条の7第4項（執行停止3年） 453 13,371

地方税法第15条の7第5項（即時消滅） 53 1,818 66,018

地方税法第18条（消滅時効5年） 781 50,829

区分 調定済額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

現年課税分（環境性能割除く） 91,183,448 90,764,450 12 418,986

地方税法第15条の7第4項（執行停止3年） 303 16,615

地方税法第15条の7第5項（即時消滅） 141 6,417 36,932

地方税法第18条（消滅時効5年） 507 13,900

不納欠損額
（内訳）

区分

750,336
不納欠損額
（内訳）

区分 調定済額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

現年課税分（環境性能割除く）

725,121

5,053

20,162

滞納繰越分

836

109

523

地方税法第15条の7第4項（執行停止3年）

地方税法第15条の7第5項（即時消滅）

地方税法第18条（消滅時効5年）

収入未済額収入済額 不納欠損額

現年課税分（環境性能割除く） 86,090,770 85,732,088 0 358,682

滞納繰越分 2,007,052 830,539 36,932 1,139,581

調定済額

87,979,721 87,144,882 50 834,789

2,430,974 494,318 750,286 1,186,370

（単位：件、千円）

減免事由
令和２年度 令和３年度 令和４年度

件数

年度

（単位：千円、％）

税額 件数 税額 件数 税額

市
税
条
例
第
５
０
条
第
１
項

第１号　生活扶助 － 1,463 － 1,822 － 1,861

第２号　公益専用 － 14,719 － 15,083 － 15,329

306

第４号　その他 － 185,988 － 177,882 － 202,012

第３号　災害 － 135 － 450 －

徴収率

98.6%

令和４年度

7,710,018 7,601,708

令和３年度令和２年度

219,508合　　計 7,352 202,305 7,221 195,237 7,280

徴収率 調定額 収入済額

個人市町村民税
（ 普 通 徴 収 ）

4,335,684 4,236,903 97.7% 4,114,220 4,035,619 98.1%

税目 調定額 収入済額 徴収率 調定額 収入済額

合 計 18,616,815 18,312,441 98.4% 18,757,059 18,469,065

そ の 他 25,151 24,503 97.4% 26,633 26,078

固 定 資 産 税
都 市 計 画 税

14,255,980 14,051,035 98.6% 14,616,206 14,407,368

97.9% 28,814 28,254

98.6% 15,760,114 15,564,804 98.8%

98.5% 23,498,946 23,194,766 98.7%

98.1%
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■軽自動車税の課税台数等
(単位：台、千円)

■たばこ売渡本数
(単位：千本)

■入湯税の入湯客、特別徴収義務者数
(単位：人)

■事業所税の納税義務者等
(単位：人、㎡、千円)

461 91 449 90 453 88

2,902,780 85,281,890 2,956,118 85,380,001 2,987,897 86,472,771

370,305 9,187,801 373,712 9,757,517 378,331 9,767,896

485,471 4,042,970 522,515 4,168,237 503,332 3,960,274

85,539 1,272,591 88,598 1,110,957 85,996 959,861

1,961,465 70,778,528 1,971,293 70,343,290 2,020,238 71,784,740

1,185,294 177,928 1,215,849 175,858 1,215,469 182,662

■特別土地保有税の状況

特別土地保有税の課税は、平成１５年度より停止になりました。 (単位：人、千円)

17 118,169 17 34,008 14 13,986

(2) (4,918) (1) (3,870) (2) (3,870)

3 19,081 2 3,693

■督促手数料・延滞金徴収状況・還付加算金
(単位：件、千円)

0 0 0 0 0 0

－ 97,748 － 72,264 － 70,083

393 2,223 281 2,668 226 928

※　督促手数料は、平成元年度から廃止しました。

■臨時運行許可手数料決算額
（単位：件、円）

小型二輪車(250cc超)

合　　　計

二輪車(250㏄以下)

三輪車

四輪車

軽自動車

小型特殊車
農作業用

その他作業用

68,893 359,245 69,045 371,040 69,326 385,564

4,253 25,518 4,415 26,490 4,523 27,138

194

275 1,623 265 1,564 265 1,564

23 23 23

30,216 252,670

72 173 76 182 81

5 55

令和２年度 令和３年度 令和４年度

原動機付自転車

課税台数 調定額

60,004

4,767 17,161 4,850 17,460 4,970 17,892

課税台数 調定額 課税台数 調定額

件　  数 1,032 993 973

金    額（円） 774,000 744,750 729,750

延 滞 金

還 付 加 算 金

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（課税状況調　第３７表より）

金額（千円） 件数（件） 金額（千円） 件数（件） 金額（千円）

督 促 手 数 料

納税義務者数 調定額

保有分（税率1.4／100）

（内ミニ保有税(税率1.4／100)）

取得分（税率3／100）

区分
令和２年度 令和３年度 令和４年度

件数（件）

課税標準額（㎡、千円）

調定額（千円）（現年課税分・滞納繰越分）

区分
平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度

納税義務者数 調定額 納税義務者数 調定額

（課税状況調　第３６表より）

納税義務者数（人）

事業所床面積等（㎡、千円）

上記のうち
非課税対象分

課税対象の特例に係る控除分

減免対象床面積等相当分（㎡、千円）

区分
令和２年度 令和３年度 令和４年度

資産割 従業者割 資産割 従業者割 資産割 従業者割

特別徴収義務者数 4 4 3

入湯客（日帰り75円） 134,995 137,112 157,171

入湯客（宿泊 150円） 1,653 2,437 3,313

たばこ売渡本数（各年度申告分） 353,297 350,529 350,350

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度

278,749

（課税状況調　第３３表より）

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度

30,761 264,415 31,325

区分

29,305 62,077 28,673 60,906 28,157
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■税務証明件数

※無料は、公用照会除く。

■固定資産評価審査委員会への審査申出の状況

■行政不服審査法第85条に基づく裁決の公表（市税関係）

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令和２年度 令和３年度 令和４年度区　　　分

縦覧件数（閲覧含む）

土地 家屋 償却資産 土地 家屋 償却資産 土地 家屋 償却資産資　　　 産　　　 別

1,030 1,175 1,131

認容

決　　定
（筆数）

取　　　 下　　　 げ

却下

棄却

件数

筆数
受　　付

（単位：人、件）

裁決

1 1

7

1

13 1

13

棄却

裁決内容申⽴内容

固定資産税及び都市計画税
の賦課に関する処分の取消
し、賦課決定の⽇に遡及し
た非課税及び免税並びに納
付した⾦銭の返⾦を求める
もの

法令及び判例に基づき判断をす
ると、本件賦課処分の対象と
なっている土地及び家屋は非課
税とすべきものではないことか
ら、本件処分に違法⼜は不当な
点はない。

6

1

不服申⽴⽇ 処分根拠法令 裁決⽇事件番号

令和2年
⻄税管審
第1号

令和2年
7⽉20⽇ 地方税法

令和3年
1⽉26⽇

却下

令和2年
⻄税管審
第3号

令和2年
9⽉14⽇ 地方税法

令和4年
4⽉25⽇

固定資産税・都市計画税の
賦課処分の取消しを求める
もの

本件審査請求の対象となってい
る処分は、既に取り消されてい
ることから、本件審査請求⼈は
不服申⽴てをする法律上の利益
を有する者と認められない。

却下

令和2年
⻄税管審
第2号

令和2年
8⽉23⽇ 地方税法

令和3年
11⽉29⽇

固定資産税及び都市計画税
の賦課に関する処分のう
ち、住宅用地の特例の変更
部分の取消しを求めるもの

処分庁が住宅用地の特例の適用
を認める内容の固定資産税及び
都市計画税の賦課に関する変更
処分を⾏ったため、本件審査請
求の対象となる本件処分は消滅
し、審査請求人は法律上の利益
を有する者とは認められないか
ら、本件審査請求は不適法であ
る。

その他

小計

市県民税

固定資産税

車検用証明

小計

有
料

令和４年度令和２年度 令和３年度

コンビニ 本庁

2,317 16

市県民税

固定資産税

専用住宅

14,766 6,545 15,278 7,159

コンビニ

22,276 31,176 721 3,469 20,956 27,433 950 5,789

支所等 自動交付機 コンビニ 本庁 支所等 自動交付機本庁 支所等 自動交付機

15,720 6,727

20,462 24,504 1,129 7,480

41,625 37,996 721 3,469 41,569 34,820

2,266 259 2,417 209

2,918 19 2,587 30

950 5,789 41,284 31,513 1,129 7,480

2,515 252

25 2842 71 60 60

181 3171 2 202 2

0 02,175 2,490 0 0 2,015 2,429

1,552 2,2381,962 2,417 1,753 2,367

区分

（単位：件）

無
料

合計

総計 88,476 87,572 85,433

950 5,789 43,042 33,782 1,129 7,48043,800 40,486 721 3,469 43,584 37,249

0 0 1,758 2,269
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■税務部事務分掌表
西宮市事務分掌規則（平成２３年西宮市規則第７３号）第９条第４項～第７項

■税務部組織図

※

税務総務チーム システム管理チーム 管理チーム 管理チーム

税制チーム 市民税第１チーム システム推進チーム 収税第１チーム

収納チーム 市民税第２チーム 土地第１チーム 収税第２チーム

軽自動車税チーム 市民税第３チーム 土地第２チーム 収税第３チーム

企画調整チーム 市民税第４チーム 家屋第１チーム 特別整理第１チーム

市税証明チーム 調整チーム 家屋第２チーム 特別整理第２チーム

 市税収納検討チーム 償却資産チーム 調整チーム

北部土地家屋チーム

※固定資産評価審査委員会に、便宜上事務局を設けている 調整チーム

（令和5年4月1日現在）

（令和5年4月1日現在）

税 務 管 理 課 市 民 税 課 資 産 税 課 納 税 課

財 務 局

税 務 部

(市長事務部局)

(固定資産評価審査委員会)

事 務 局

４　税務管理課
(１)　税務部の企画、調整、研修及びその他庶務に関すること。
(２)　税務部の情報処理に係る企画及び調整に関すること。
(３)　税に関する諸制度の調査及び研究に関すること。
(４)　税に関する広報に関すること。
(５)　税に関する不服申立ての処理に関すること（税務管理課が所管する事務に係る処分等に対するものを除く。）。
(６)　軽自動車税に関すること。
(７)　市たばこ税及び入湯税に関すること。
(８)　特別土地保有税に関すること。
(９)　西宮市固定資産評価審査委員会との連絡調整に関すること。
(１０)　市税等の調定の総括に関すること。
(１１)　市税等の収入整理及び過誤納金の還付に関すること。
(１２)　市税等に係る金融機関との調整に関すること。
(１３)　市税等の口座振替に関すること。
(１４)　市税等の証明に関すること。
(１５)　個人県民税の払込み及び徴収委託金に関すること。
(１６)　自動車臨時運行の許可に関すること。
(１７)　税務に関する協議会に関すること。

５　市民税課
(１)　個人市県民税及び法人市民税の調査及び各種資料の収集に関すること。
(２)　個人市県民税に係る賦課及び調定等に関すること。
(３)　法人市民税に関すること。
(４)　市税等の証明に関すること。

６　資産税課
(１)　固定資産税及び都市計画税の賦課及び調定に関すること。
(２)　国有資産等所在市町村交付金に関すること。
(３)　土地の調査及び評価に関すること。
(４)　土地課税台帳及び地籍図等の整備に関すること。
(５)　家屋の調査及び評価に関すること。
(６)　家屋課税台帳及び図面等の整備に関すること。
(７)　償却資産の調査及び評価に関すること。
(８)　償却資産課税台帳及び各種資料の整備に関すること。
(９)　事業所税に関すること。
(１０)　市税等の証明に関すること。

７　納税課
(１)　市税等の徴収又は収納及び滞納整理又は納税相談に関すること。
(２)　市税等の滞納処分（執行停止及び不納欠損を含む。以下この項において同じ。）に関すること。
(３)　市税等の督促及び催告に関すること。
(４)　送金納付の収納及び委託納付の再委託に関すること。
(５)　市税等の徴収嘱託及び受託金の徴収に関すること。
(６)　市税等の滞納処分と強制執行等との調整手続に関すること。
(７)　差押財産の公売に関すること。
(８)　市税等の証明に関すること。
(９)　収納対策に係る企画及び調整並びに西宮市収納対策本部の運営に関すること（第１専門部会に関するものに限る。）。
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■徴税経費

※会計年度任用職員制度の導入に伴い、令和２年度の臨時職員の賃金は、人件費報酬で計上

※課税状況調(第39表)の項目変更に伴い、令和２年度の共済組合負担金等は、人件費その他で計上

■中核市（６２市）比較【参考】
市税収入

※「％」は、歳入の構成比

市税徴収率

市税合計（全税目）

現年課税分
西宮市

99.1% 99.6% 99.5%

滞納繰越分 20.3% 41.4% 25.5%

現年課税分
中核市平均

98.7% 99.4% 99.4%

滞納繰越分 30.7% 43.8% 29.8%

15 16 12

（単位：人、千円）

44 45 45

143 143 145

13 14 14

86 84 86

1.3% 1.3% 1.3%

0.8% 0.8% 0.8%

0 0

税収入額に対す
る徴税費の割合

徴税費(D)／税収入額(C)

純徴税費(F)／税収入額(市税)(A)

徴税職員

会計年度任用職員等

総務関係

課税関係

合計

徴収関係

純徴税費（徴税費(D)－県民税徴収取扱費(E)）(F) 722,364 669,167 751,124

0 0 0

776,468 787,237 793,358

納税義務者数等を基準にした金額 776,468 787,237 793,358
県民税徴収
取扱費

報奨金等

その他

納税組合奨励金 0 0 0

0

152 152 152

205 177 170

納期前納付の報奨金

その他

報奨金の額に相当する金額

合計 (E)

合計 (D)

281

467,015 400,292 510,348

467,234 400,531 510,629

人件費

その他

計

物件費

219 239

43,850

163,807 176,312 173,132

諸
手
当

1,031,241 1,055,544 1,033,531

報酬

その他

計

55,896 40,942

348,375 340,898

382,544312,219 400,336小計

その他の手当 253,235

6,570 6,766

119,210,317

税収入額

超過勤務手当

税務特別手当

434,005

35,093

6,553

個人の県民税 (B)

合計 (C)

87,652,717 86,578,786 91,169,786

26,440,007 25,619,089 28,040,531

114,092,724 112,197,875

徴
税
費

1,498,832 1,456,404 1,544,482

旅費

令和２年度 令和３年度 令和４年度区分

市税 (A)

基本給 499,319 437,954

52,414 45,195

区分

西宮市

中核市平均

令和２年度 令和３年度 令和４年度

36.6%87,652,717

57,510,787 28.7%

86,578,786 41.2% 91,169,786 45.3%

57,114,718 32.4% 59,015,344 33.9%

現年課税分

滞納繰越分

現年課税分

滞納繰越分

固定資産税
（交付金除く）

（単位：千円、％）

市民税
（個人市民税）

令和２年度 令和３年度 令和４年度

現年課税分

滞納繰越分

現年課税分

滞納繰越分

区分

99.3% 99.5% 99.4%

43.1% 48.2% 46.7%

99.0% 99.3% 99.3%

（課税状況調　第３９表より）

30.2% 49.8% 29.2%

（単位：％）

西宮市

中核市平均

西宮市

中核市平均

98.7% 99.7% 99.7%

15.0% 66.3% 34.7%

98.4% 99.3% 99.4%

33.2% 36.8% 31.9%
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■近隣市の状況（令和４年度　市税収入決算額）【参考】

（阪神９市）

（近隣市）

（政令指定都市）

※各市ホームページ等より

（単位：千円）

区分 西宮市（中核市） 尼崎市（中核市） 芦屋市

市民税
個人分

市税収入合計

12,570

91,169,786

29,189

24,149,342

事業所税

市たばこ税

軽自動車税

固定資産税

都市計画税

その他税（入湯税ほか）

42,095,864

3,671,967

33,363,374

410,689

2,295,585

1,398,039

固定資産税

法人分

11,902,828

区分 伊丹市 宝塚市 川西市

市民税
個人分 17,278,189 8,880,434

2,030,863 1,062,955 773,424

13,994,924 13,683,519 7,412,201

530,409 263,263市たばこ税 399,337

固定資産税

1,160,665 248,920 572,108

区分 三田市 丹波篠山市

区分 姫路市（中核市） 豊中市（中核市） 吹田市（中核市）

市税収入合計

その他税（入湯税ほか）

23,476,160 63,115,792都市計画税 11,014,774

268,800 206,714 358

314,053,787 785,945,580 156,356,887

28,712,358 4,910,184

法人分 22,785,825 115,496,949 11,105,521

固定資産税 117,298,833

7,921,698

法人分

13,048,972

923,651

7,794,313

50,409

273,264

85,307

1,944,237

26,088,741

6,165,538

35,281,918

485,560

3,618,275

3,572,228

7,370,130

15,407

82,597,797

その他税（入湯税ほか） 12,020 16,333 551

市税収入合計 32,431,066 36,471,672 19,639,278

234,429

1,298,838 957,560 696,074

0 0 0

都市計画税 2,921,422 3,206,467 1,642,165

事業所税

市たばこ税

軽自動車税 270,171 266,649

7,632,038 2,478,976 4,223,933

軽自動車税 248,266 179,790 285,197

丹波市

市民税
個人分 6,948,089 1,771,043 2,712,912

法人分

149

17,680,480 4,960,625 8,193,636

区分 神戸市 大阪市 堺市

0 0 0

1,161,013 0 0

市税収入合計

その他税（入湯税ほか） 0 18,633

都市計画税

事業所税

1,443,875 362,472 309,573

市たばこ税

1,423,918

市民税
個人分 128,570,931 233,434,028 62,072,970

10,057,177 29,848,801 6,178,180

3,989,526 3,037,610 1,863,215

市民税
個人分 29,942,906 31,177,861 30,036,511

法人分 7,026,094 4,069,130 4,446,207

軽自動車税

固定資産税 44,728,766 25,961,936 26,811,411

事業所税 4,808,913 1,015,391 1,059,654

都市計画税 7,096,153 6,061,598 5,966,568

事業所税 9,628,775

その他税（入湯税ほか） 37,295 0 21,895

市税収入合計 99,073,528 71,685,998 70,515,034

312,976,974 59,650,982

市たばこ税

軽自動車税 1,967,286 2,153,964
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